
は
じ
め
に

『
大
唐
開
元
礼
』（
以
下
『
開
元
礼
』
と
略
称
）
一
五
〇
巻
に
は
、
唐
代
の
国
家

儀
礼
一
五
二
種
が
い
わ
ゆ
る
「
五
礼
」（
吉
礼
・
嘉
礼
・
賓
礼
・
軍
礼
・
凶
礼
）
の

枠
組
み
に
類
別
さ
れ
て
い
る
。「
軍
礼
」
二
三
種
に
は
十
巻
（
巻
八
一
〜
九
〇
）
が

充
て
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
な
か
で
巻
八
六
に
は
「
皇
帝
射
於
射
宮
」「
皇
帝
観
射

於
射
宮
」
と
い
う
二
つ
の
儀
礼
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
表
１
参
照
）。
読
ん
で
字

の
ご
と
く
、
前
者
は
皇
帝
が
自
ら
弓
を
射
、
後
者
は
百
官
の
弓
射
を
皇
帝
が
観
閲

す
る
も
の
で
あ
る
。

弓
射
は
、
兵
員
個
々
人
が
身
に
つ
け
る
べ
き
技
量
と
し
て
古
来
重
視
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
軍
礼
」
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
違

和
感
を
覚
え
る
も
の
で
は
一
見
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
儀
礼
の
具
体
的
な
式
次
第
を

一
望
す
る
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
奏
楽
や
飲
酒
な
ど
軍
事
と
直
接
関
係
な
さ
そ
う

な
要
素
が
数
多
く
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
史
料
上
「
射
礼
」「
大
射
」
と
い
っ

た
汎
称
の
ほ
か
「
宴
射
」「
燕
射
」「
讌
射
」
等
の
呼
ば
れ
方
が
頻
見
さ
れ
る
点
か

ら
は
、
射
礼
が
純
然
た
る
軍
事
訓
練
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
参
会
者
の
親

中
国
射
礼
の
形
成
過
程

―
『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
と
『
大
唐
開
元
礼
』
の
あ
い
だ
―＊

丸

橋

充

拓

キ
ー
ワ
ー
ド：

射
礼
、
大
唐
開
元
礼
、
軍
事
儀
礼

＊
島
根
大
学
法
文
学
部
社
会
文
化
学
科

表１『大唐開元礼』軍礼一覧
皇帝親征類於上帝

皇帝親征宜於太社

皇帝親征造於太廟

皇帝親征及巡狩告所過山川、平蕩賊寇宣露布、遣
使労軍将
皇帝親征�於所征之地、皇帝親征及巡狩郊祀有司
�於国門

皇帝講武、皇帝田狩

皇帝射於射宮、皇帝観射於射宮

制遣大将出征有司宜於太社

制遣大将出征有司告於太廟、制遣大将出征有司告
於齊太公廟

祀馬祖（仲春）、享先牧（仲夏）、祭馬社（仲秋）、
祭馬歩（仲冬）

合朔伐鼓、合朔諸州伐鼓、大儺、諸州県儺

巻８１

巻８２

巻８３

巻８４

巻８５

巻８６

巻８７

巻８８

巻８９

巻９０
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睦
を
図
る
儀
礼
と
い
う
性
格
を
も
兼
備
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

以
前
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
『
開
元
礼
』
軍
礼
に
は
、
講
武
の
よ
う
に
名
実
と

も
に
軍
事
儀
礼
と
呼
び
う
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
一
概
に
そ
う
と
は
言
え
な
い
も
の

も
含
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
上
帝
・
太
社
・
太
廟
の
祭
祀
を
中
核
に
す
る
出
征

儀
礼
な
ど
は
、
も
と
も
と
「
吉
礼
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
〔
丸
橋
二
〇

一
一
〕。
由
来
を
異
に
す
る
諸
儀
礼
は
、
歴
史
的
過
程
を
通
じ
て
離
合
を
繰
り
返
し

て
き
た
の
で
あ
り
、
小
稿
で
取
り
上
げ
る
「
射
礼
」（
さ
ま
ざ
ま
な
称
謂
で
呼
ば
れ

る
弓
射
儀
礼
を
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
総
称
す
る
）
に
も
そ
の
図
式
は
当
て
は
ま

る
。そ

こ
で
小
稿
で
は
、
射
礼
に
お
け
る
一
見
矛
盾
す
る
二
側
面
（
軍
事
的
側
面
と

非
軍
事
的
側
面
）
に
着
目
し
、
両
者
の
関
係
が
い
か
な
る
歴
史
を
経
て
、『
開
元
礼
』

に
お
い
て
軍
礼
に
区
分
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
唐
以
前
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
跡
づ
け
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一

射
礼
の
二
面
性

（
一
）『
開
元
礼
』
射
礼
の
構
成
と
そ
の
起
源

ま
ず
射
礼
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。『
開
元
礼
』
射
礼
の
う
ち
、
百

官
の
射
が
定
式
化
さ
れ
て
い
る
「
皇
帝
観
射
於
射
宮
」
の
式
次
第
を
要
約
す
れ
ば
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

�
参
会
者
の
入
場
（
皇
帝→

王
公
以
下
）

�
飲
酒

�
所
定
の
順
番
で
参
会
者
が
弓
射
（
奏
楽
に
合
わ
せ
て
射
る
）

�
的
中
者
に
賞
、
不
中
者
に
罰
酒

�
参
会
者
の
退
場
（
王
公
以
下→

皇
帝
）

射
礼
は
、
古
代
日
本
で
も
形
を
変
え
て
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
と
の
比

較
と
い
う
視
角
か
ら
日
本
史
分
野
に
お
け
る
研
究
が
進
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
で
も

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
飲
酒
と
奏
楽
な
ど
一
見
軍
事
と
は
関
係
な
さ
そ
う
な
要
素

を
と
も
な
う
こ
と
は
中
国
射
礼
の
大
き
な
特
色
と
な
っ
て
い
る
〔
大
日
方
二
〇
〇

八
〕。こ

う
し
た
射
礼
の
あ
り
方
は
、
中
国
に
お
い
て
古
い
起
源
を
持
つ
。
古
代
中
国

に
お
け
る
社
会
慣
行
と
し
て
の
射
礼
を
と
ら
え
、
礼
学
上
の
整
序
を
加
え
た
一
つ

の
理
想
型
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
く
れ
る
の
が
『
儀
礼
』
郷
射
篇
お
よ
び
大
射
篇

で
あ
る
。
基
層
社
会
に
お
け
る
年
中
行
事
と
し
て
の
郷
射
と
、
王
権
と
結
び
つ
い

た
国
家
儀
礼
と
し
て
の
大
射
の
う
ち
、
前
者
に
つ
い
て
そ
の
式
次
第
を
ま
と
め
れ

ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
〔
小
南
一
九
九
五
〕。

�
参
加
者
の
入
場
（
主
・
賓
）

�
飲
酒
の
礼

�
所
定
の
順
番
で
参
会
者
が
弓
射
（
奏
楽
に
合
わ
せ
て
射
る
場
面
が
含
ま
れ

て
い
る
）

�
飲
酒
の
礼
（
奏
楽
を
と
も
な
う
）

�
参
会
者
の
退
場
（
賓
・
主
）

�
翌
日
、
慰
労
の
宴
。

弓
射
と
そ
れ
に
随
伴
す
る
奏
楽
、
弓
射
前
後
に
お
け
る
飲
酒
な
ど
、
射
礼
当
日

の
式
次
第
（
�
〜
�
）
が
『
開
元
礼
』
と
基
本
構
造
を
同
じ
く
す
る
こ
と
、
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
射
は
、
統
治
階
層
た
る
士
の
必
須
教
養
「
六
芸
」（
礼
・
楽
・
射�

・
御�

・

書
・
数
）
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
礼
・
楽
は
文
、
射
・
御
は
武
と

ひ
と
ま
ず
分
類
で
き
よ
う
。
春
秋
以
前
、
戦
士
と
し
て
武
装
し
、
戦
場
に
出
る
義

中
国
射
礼
の
形
成
過
程

―『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
と
『
大
唐
開
元
礼
』
の
あ
い
だ
―
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務
／
特
権
を
有
す
る
士
に
と
っ
て
、
射
の
修
練
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
武
芸
」
と

し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
帯
び
て
い
た
。
射
礼
の
起
源
を
狩
猟
儀
礼
（
田
猟
）
に

見
い
だ
す
説
は
、
射
礼
の
持
つ
こ
う
し
た
軍
事
訓
練
的
な
一
面
を
重
視
し
て
提
起

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
〔
楊
寛
一
九
六
五
・
川
原
一
九
七
四
〕。

こ
れ
に
対
し
小
南
一
郎
氏
は
、「
野
外
で
狩
猟
を
行
う
田
猟
」
と
「
堂
上
で
飲
酒

を
伴
う
射
礼
」
の
違
い
を
重
視
し
、
狩
猟
起
源
説
に
異
を
唱
え
る
。
そ
し
て
射
礼

が
祭
祀
参
加
者
の
選
抜
と
い
う
機
能
を
担
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
（
射
礼
に
お
け
る

振
る
舞
い
が
音
楽
に
か
な
っ
て
い
た
か
、
的
中
が
多
か
っ
た
か
で
参
加
可
否
を
判

別
す（
１
）
る
）、
射
礼
に
宗
教
的
な
意
味
合
い
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
的
中
で
き
る
か
は
、

当
人
の
技
量
以
上
に
、
神
が
そ
の
者
を
嘉
納
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
〔
小
南
一
九
九
五
〕。

本
稿
に
お
い
て
そ
の
当
否
を
吟
味
す
る
準
備
は
十
分
に
な
い
。
た
だ
、
射
と
い

う
行
為
が
儀
礼
と
い
う
形
で
基
層
社
会
な
い
し
国
家
の
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
る
に

あ
た
り
、
か
な
り
早
い
段
階
に
お
い
て
非
軍
事
的
な
性
格
が
前
面
化
し
て
い
た
こ

と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
小
南
氏
の
指
摘
に
基
づ
き
、
射
礼
の
性
格

は
、
軍
事
的
側
面
に
非
軍
事
的
側
面
を
も
加
え
た
二
面
性
を
前
提
と
し
て
考
察
し

て
い
く
こ
と
が
今
後
は
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

小
南
氏
の
考
察
範
囲
は
、『
儀
礼
』
に
現
れ
た
射
礼
ま
で
で
あ
る
。
遺
物
や
史
料

に
よ
り
具
体
的
な
考
証
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
戦
国
前
期
を
下
限
と
す
る
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
『
儀
礼
』
以
降
の
射
礼
を
分
析
対
象
と
し
、
こ
れ
を
「
軍
礼
」
に
位

置
づ
け
た
『
開
元
礼
』
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
展
開
を
中
心
に
分
析
し
て
い
く
も

の
と
す
る
。

（
二
）
五
礼
に
お
け
る
射
礼
の
区
分
変
化

古
来
、
社
会
に
散
在
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
は
、
と
り
わ
け
儒
家
た
ち
の

手
に
よ
っ
て
時
代
と
と
も
に
集
約
・
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
諸
儀
礼
を
体

系
化
す
る
に
当
た
り
、
彼
ら
は
「
五
礼
」（
吉
礼
・
凶
礼
・
賓
礼
・
軍
礼
・
嘉
礼
）

と
い
う
枠
組
み
を
採
用
し
た
。
五
礼
の
各
範
疇
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
性
格
を

持
つ
の
か
。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
『
周
礼
』
春
官
・
大
宗
伯
の
規
定

で
あ
る
。

吉
礼
…
邦
国
の
鬼
・
神
・
示
に
事
え
る

凶
礼
…
邦
国
の
憂
を
哀
れ
む

賓
礼
…
邦
国
に
親
し
む

軍
礼
…
邦
国
を
同
じ
く
す
る

嘉
礼
…
万
民
に
親
し
む

こ
れ
ら
の
う
ち
、
射
礼
に
相
当
す
る
「
賓
射
之
礼
」
は
「
嘉
礼
」
の
中
に
含
ま

れ（
２
）

る
。
儒
家
た
ち
は
射
礼
を
礼
学
上
「
嘉
礼
」
に
分
類
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
鄭
玄
『
三
礼
目
録
』
が
『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
を
嘉
礼
に
分
類
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ（
３
）

る
。
彼
の
生
き
た
後
漢
末
期
に
お
い
て
、
す
で
に
射
礼
の

重
点
は
非
軍
事
的
な
親
睦
儀
礼
と
し
て
の
面
に
あ
る
と
儒
家
た
ち
に
認
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
礼
学
上
の
理
論
体
系
と
し
て
の
五
礼
は
、
た
だ
ち
に
現
実
の

国
家
儀
礼
に
反
映
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
後
漢
段
階
に
お
い
て
国
家

儀
礼
が
五
礼
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
西
晋
・
司

馬
彪
撰
『
続
漢
書
』
礼
儀
志
の
上
・
中
に
お
い
て
「
凶
礼
」
系
統
以
外
の
諸
儀
礼

が
時
令
（
四
季
の
暦
に
合
わ
せ
た
歳
時
記
）
の
形
式
で
編
集
さ
れ
て
い
る
点
か
ら

も
う
か
が
い
う
る
〔
丸
橋
二
〇
一
一
〕。

社
会
文
化
論
集

第
十
号

二
〇
一
四
年
三
月

四
七



梁
満
倉
氏
に
よ
れ
ば
、
三
国
以
前
、
五
礼
は
礼
学
上
の
概
念
に
と
ど
ま
っ
て
お

り
、
国
家
儀
礼
が
こ
れ
に
基
づ
い
て
体
系
化
さ
れ
る
の
は
両
晋
以
降
、
特
に
北
魏
・

孝
文
帝
の
太
和
年
間
（
四
七
七
〜
四
九
九
）
お
よ
び
梁
・
武
帝
の
天
監
年
間
（
五

〇
二
〜
五
一
九
）
以
降
で
あ
る
と
い
う
〔
梁
二
〇
〇
一
〕。
梁
氏
の
指
摘
は
軍
礼
に

関
し
て
も
概
ね
あ
て
は
ま
り
、
南
朝
で
は
天
監
の
五
礼
制
度
改
革
、
北
朝
で
は
北

魏
末
の
常
景
撰
『
五
礼
』（
五
三
一
こ
ろ
成
立
）
あ
た
り
か
ら
、
軍
礼
の
構
成
内
容

が
明
確
化
し
は
じ
め
る
。
唐
・
長
孫
無
忌
等
撰
『
五
代
史
志
』（
六
五
六
年
成
立
。

『
隋
書
』
に
追
加
収
録
）
の
礼
儀
志
全
七
巻
に
記
さ
れ
た
南
朝
（
梁
・
陳
）、
お
よ

び
北
朝
（
北
斉
・
北
周
・
隋
）
の
礼
制
が
、
五
礼
の
枠
組
み
を
念
頭
に
置
い
て
編

集
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は
、
六
世
紀
前
半
の
南
北
両
朝
に
お
け

る
「
国
家
儀
礼
の
五
礼
化
」
を
映
し
出
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
〔
丸
橋
二
〇
一

一
〕。そ

し
て
こ
の
『
五
代
史
志
』
に
お
い
て
、
射
礼
は
「
軍
礼
」
に
分
類
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
北
周
・
隋
の
儀
礼
篇
目
に
射
礼
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ

て
か
、
そ
こ
に
具
体
的
な
規
定
が
示
さ
れ
る
の
は
北
斉
の
制
度
の
み
で
あ
る
。
唐

は
『
貞
観
礼
』
編
纂
の
際
、
こ
の
北
斉
礼
制
を
継
受
し
て
射
礼
を
軍
礼
に
組
み
込

ん
だ
の
で
あ（
４
）

り
、
そ
れ
が
前
述
の
『
開
元
礼
』
に
受
け
継
が
れ
た
と
解
釈
で
き
よ

う
。こ

の
よ
う
に
た
ど
っ
て
く
る
と
、
漢
代
以
前
の
礼
学
体
系
に
お
い
て
嘉
礼
と
さ

れ
て
い
た
射
礼
は
、
国
家
儀
礼
に
取
り
込
ま
れ
る
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
軍
礼
へ
変

更
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
転
換
の
時
期
や
背
景
に
つ

い
て
の
明
証
を
、
歴
代
の
射
礼
規
定
か
ら
読
み
取
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
た
と
え

ば
杜
佑
で
さ
え
「
射
を
武
芸
と
し
て
尊
ん
だ
上
代
へ
の
復
古
と
し
て
、
射
礼
が
軍

礼
に
編
入
さ
れ
た
」
と
い
う
趣
旨
の
説
明
し
か
で
き
て
お
ら（
５
）

ず
、
魏
晋
南
北
朝
期

に
転
換
が
起
こ
っ
た
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
く
れ
な
い
。
し
か
も

軍
礼
編
入
の
時
期
を
『
開
元
礼
』
の
際
と
誤
解
し
て
い
る
（
実
際
は
上
記
の
よ
う

に
『
貞
観
礼
』
に
お
い
て
）。
次
章
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
唐
代
の
射
礼
は
開
元
年

間
を
最
後
に
廃
絶
し
て
い（
６
）
た
。
そ
こ
か
ら
半
世
紀
あ
ま
り
が
経
過
し
た
杜
佑
の
時

代
に
は
、
転
換
の
事
情
が
既
に
不
分
明
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
「
嘉
礼
か
ら
軍
礼
へ
の
転
換
」
を
解
読
す
る
う
え

で
の
も
う
一
つ
の
障
壁
は
、
こ
の
期
間
に
編
纂
さ
れ
た
正
史
の
礼
志
・
礼
儀
志
（『
続

漢
書
』『
宋
書
』『
南
斉
書
』『
魏（
７
）
書
』）
に
お
い
て
射
礼
の
記
事
が
ほ
と
ん
ど
残
っ

て
い
な
い
こ
と
で
あ（
８
）
る
。
し
た
が
っ
て
、
射
礼
が
五
礼
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
の

か
と
い
う
論
題
を
設
定
し
、
そ
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
い
く
た
め
の
材
料
は
き
わ
め

て
断
片
的
に
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
五
礼
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
い
っ
た

ん
外
し
て
み
れ
ば
、
弓
射
を
含
ん
だ
儀
礼
そ
の
も
の
は
こ
の
期
間
も
一
貫
し
て
実

施
さ
れ
つ
づ
け
て
お
り
、
関
連
記
事
が
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次

章
で
は
、
射
礼
の
実
施
事
例
の
方
に
目
を
向
け
、
五
礼
の
枠
組
み
か
ら
は
ス
ト
レ
ー

ト
に
見
え
に
く
か
っ
た
射
礼
の
変
質
過
程
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

二

射
礼
の
変
質
過
程

（
一
）
両
漢
魏
晋
の
射
礼

『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
以
降
の
射
礼
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
本
章
で
は
射
礼
が
国

家
的
制
度
と
し
て
輪
郭
を
明
確
に
し
は
じ
め
る
漢
代
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
く
こ

と
と
す
る
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
参
照
し
た
い
の
が
、
戦
国
以
前
の
射
礼
に
関
す

る
小
南
氏
の
分
類
で
あ
る
。

小
南
氏
は
、
射
礼
を
二
種
に
分
け
て
い
る
。「
西
周
中
期
、
王
者
の
儀
礼
と
し
て

中
国
射
礼
の
形
成
過
程

―『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
と
『
大
唐
開
元
礼
』
の
あ
い
だ
―

四
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制
度
化
さ
れ
た
射
礼
（
祭
祀
に
附
随
し
、
王
に
よ
る
犠
牲
の
射
殺
を
伴
う
）」
と
、

「
戦
国
前
半
期
以
降
、
士
大
夫
層
が
地
域
共
同
体
の
親
睦
儀
礼
と
し
て
育
ん
だ
射
礼

（
祭
祀
を
と
も
な
わ
ず
宴
会
す
な
わ
ち
郷
飲
酒
礼
と
射
礼
の
み
を
実
施
）」
で
あ
る
。

そ
し
て
『
儀
礼
』
に
収
め
ら
れ
た
射
礼
は
後
者
に
当
た
る
と
主
張
し
て
い
る
〔
小

南
一
九
九
五
〕。
こ
の
区
分
は
、『
儀
礼
』
以
降
の
射
礼
を
考
察
す
る
上
で
も
参
考

に
な
る
。
以
下
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
漢
代
に
は
「
祭
祀
に
附
随
す
る
軍
事
色
の

強
い
射
礼
」
と
「
親
睦
儀
礼
と
し
て
の
軍
事
色
の
薄
い
射
礼
」
と
い
う
異
な
る
性

格
の
射
礼
が
並
存
し
て
い
る
の
だ
が
、
前
者
は
小
南
氏
の
い
う
王
者
の
射
礼
を
、

後
者
は
士
大
夫
の
射
礼
を
継
承
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
前
者
に
関
わ
る
の
が
、
前
漢
の
高
祖
以
来
、
軍
事
訓
練
・
技
能

評
価
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
た
「
都
試
」
で
あ
る
。
応
劭
『
漢
官
儀
』
に
残
さ
れ

て
い
る
関
連
条
文
を
総
合
す
れ
ば
、
都
試
の
開
催
時
季
は
「
立
秋
後
」、「
八
月
」、

あ
る
い
は
「
歳
終
」
な
ど
幾
分
ば
ら
つ
き
は
あ
る
が
、
秋
季
も
し
く
は
冬
季
と
さ

れ
て
い
る
。
対
象
と
な
る
の
は
材
官
・
騎
士
と
い
う
一
定
の
地
位
を
持
つ
武
官
で

あ
り
、
彼
ら
の
技
能
が
各
自
の
所
属
す
る
郡
県
等
で
検
査
さ
れ
た
の
で
あ（
９
）

る
。

都
試
の
具
体
的
な
内
容
は
、
居
延
漢
簡
に
多
数
含
ま
れ
て
い
た
「
秋
射
」（
弓
射

の
技
能
評
価
制
度
）
の
成
績
簿
か
ら
そ
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
〔
志

野
一
九
九
五
〕。
漢
代
の
官
僚
は
、
手
柄
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
持
ち
点
で
あ
る

「
功
」
と
、
勤
務
日
数
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
持
ち
点
で
あ
る
「
労
」
に
基
づ
い
て

昇
進
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
後
者
の
評
価
項
目
に
は
七
月
な
い
し
八
月
に
行
わ

れ
る
弓
射
（
秋
射
）
の
試
験
も
含
ま
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
弓
射
十
二
発
の
う

ち
六
発
以
上
的
中
す
る
と
、
一
発
ご
と
に
労
十
五
日
が
「
労
」
に
加
算
さ
れ
た
。

そ
し
て
秋
射
の
結
果
も
含
め
た
当
人
の
成
績
が
、
一
〇
月
の
上
計
に
合
わ
せ
て
都

に
報
告
さ
れ
る
と
い
う
〔
大
庭
一
九
八
二
、
永
田
一
九
八
九
、
薛
一
九
八
八
、
劉

二
〇
〇
四
な
ど
〕。

都
試
が
内
地
郡
県
で
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
漢
宣
帝
期
に
東
郡
太
守
の

韓
延
寿
が
行
っ
た
実
例
の
記
録
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
太
守
の

面
前
に
騎
士
と
兵
車
が
陳
ね
ら
れ
、
馬
上
の
騎
士
に
「
戯
車
・
奔
馬
・
盗
驂
」
さ

せ
た
と
あ
る
か
ら
、
車
馬
の
展
開
技
能
が
検
査
さ
れ
た
と
思
し（
１０
）
い
。

前
漢
時
代
に
整
え
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
訓
練
・
評
価
制
度
は
後
漢
に
も
受
け
継

が
れ
、「
乗
之
」
と
い
う
名
で
立
秋
の
折
り
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。『
続
漢
書
』

祭
祀
志
・
礼
儀
志
に
残
さ
れ
て
い
る
関
連
記
事
か
ら
、
儀
礼
の
進
行
過
程
を
復
原

す
る
と
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
な（
１１
）
る
。

�
西
郊
祭
祀
（
迎
気
）

�
皇
帝
が
白
馬
に
騎
乗
し
、
自
ら
弩
を
執
っ
て
犠
牲
獣
を
射
る

【
こ
れ
を
「
�
劉
」
と
称
す
る
】

�
犠
牲
獣
を
陵
廟
に
供
献

�
宮
中
に
帰
還→

武
官
に
束
帛
を
賜
与

�
武
官
が
戦
陣
（
孫
呉
兵
法
六
十
四
陣
）
の
儀
を
習
う

【
こ
れ
を
「
乗
之
」
と
称
す
る
】

乗
之
は
立
秋
に
お
け
る
祭
祀
（
郊
祀
・
謁
廟
）
と
組
み
合
わ
せ
て
挙
行
さ
れ
て

お
り
、
前
漢
以
上
に
儀
礼
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
立
秋
の
訓
練
儀
礼
は
、
三
国
の
魏
に
お
い
て
も
「
治
兵
」
の
名
で
継
承

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な（
１２
）
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
漢
魏
の
訓
練
儀
礼
は
、
い
ず
れ
も
秋
季
も
し
く
は
冬
季
に

開
催
さ
れ
る
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
陰
陽
の
消
長
を
軸
と
し
た
時
令
の

思
想
に
基
づ
く
。
夏
至
を
頂
点
と
し
、
陽
気
が
陰
気
に
転
じ
る
秋
か
ら
冬
に
か
け

て
は
、
武
事
や
刑
罰
を
行
う
時
季
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ（
１３
）

る
。
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し
た
が
っ
て
以
上
の
よ
う
な
訓
練
儀
礼
は
、
検
査
さ
れ
る
試
験
内
容
の
面
に
お

い
て
も
、
ま
た
開
催
時
季
に
込
め
ら
れ
た
制
度
理
念
の
面
に
お
い
て
も
、
軍
事
的

性
格
を
強
く
帯
び
た
儀
礼
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
注
意
し
た
い
の
は
、
こ

れ
ら
の
訓
練
儀
礼
に
お
い
て
、
検
査
の
主
眼
が
置
か
れ
る
の
は
弓
射
よ
り
も
車
馬

の
展
開
を
軸
と
す
る
陣
法
の
習
熟
度
だ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ

れ
は
戦
闘
訓
練
と
し
て
の
現
実
的
な
要
請
と
も
お
そ
ら
く
合
致
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
軍
事
色
の
強
い
訓
練
儀
礼
は
（
そ
の
一
部
に
弓
射
を
含
む
と
は
い

え
）『
儀
礼
』
に
ま
と
め
ら
れ
た
射
礼
の
あ
り
方
と
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
な
ら
ば
、『
儀
礼
』
型
の
「
射
礼
」
は
こ
の
時
期
、
ど
の
よ
う
な

局
面
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
射
礼
は
、
お
そ
ら
く
政
界
に
お
け
る
儒
教
の
影
響
力
が
決
定
的
な

も
の
に
な
る
前
漢
末
か
ら
後
漢
初
に
か
け
、
天
子
の
も
と
官
営
の
学
校
施
設
で
行

わ
れ
る
「
学
礼
」
と
し
て
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
上
記
の
訓
練
儀
礼

と
は
反
対
に
脱
軍
事
化
の
方
向
に
進
ん
で
い（
１４
）
く
。
な
か
で
も
明
帝
の
永
平
二
年
（
後

五
九
）
三
月
、
洛
陽
の
辟
雍
（
都
の
学
宮
）
で
行
わ
れ
た
射（
１５
）
礼
が
重
要
で
あ
り
、

こ
の
の
ち
「
春
射
秋
饗
」
す
な
わ
ち
春
季
の
射
礼
と
秋
季
の
郷
飲
酒
礼
を
組
み
合

わ
せ
た
儀
礼
が
定
例
化
さ
れ
る
と
い
う
〔
高
一
九
八（
１６
）
四
〕。
ま
た
応
劭
『
漢
官
儀
』

に
は
、
三
月
・
九
月
に
辟
雍
で
郷
射
礼
を
行
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い（
１７
）
る
。
こ
れ

は
、
州
序
（
地
方
の
学
宮
）
に
お
け
る
春
秋
二
回
の
射
礼
を
定
め
た
『
周
礼
』
の

規（
１８
）
定
を
、
辟
雍
で
の
儀
礼
と
し
て
現
実
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

小
南
氏
が
戦
国
前
半
期
以
降
の
士
大
夫
層
に
よ
る
射
礼
と
考
え
る
『
儀
礼
』
郷

射
・
大
射
を
継
承
す
る
の
は
、
こ
の
タ
イ
プ
の
射
礼
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
�
玄

が
郷
射
礼
・
大
射
礼
を
嘉
礼
に
分
類
し
た
の
は
、
漢
代
射
礼
が
こ
の
よ
う
に
非
軍

事
的
な
側
面
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ

る
。
そ
も
そ
も
鄭
玄
は
『
儀
礼
』
を
構
成
す
る
十
七
篇
を
い
ず
れ
も
軍
礼
に
分
類

し
て
い
な
い
。
他
の
四
礼
は
二
種
以
上
の
儀
礼
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
（
表

２
）、
軍
礼
の
欠
落
は
『
儀
礼
』
の
な
か
で
際
立
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て

南
朝
梁
の
学
者
・
崔
霊
恩
は
、
孔
子
が
儀
礼
十
七
篇
を
定
め
た
際
、
他
の
四
礼
は

「
当
世
通
行
之
事
」
と
認
め
る
一
方
、
軍
礼
は
「
宜
し
く
学
ぶ
べ
き
所
に
非
ず
」
と

し
た
た
め
だ
と
推
測
し
、
そ
れ
は
「
俎
豆
の
事
は
則
ち
嘗
て
之
を
聞
く
。
軍
旅
の

事
は
未
だ
之
を
学
ば
ざ
る
な
り
（『
論
語
』
衛
霊
公
）」
と
い
う
孔
子
の
哲
学
を
踏

ま
え
た
も
の
だ
と
考
え
て
い（
１９
）
る
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、『
儀

礼
』
に
軍
礼
が
含
ま
れ
て
い
な
い
理
由
は
、
孔
子
の
哲
学
ゆ
え
で
は
も
ち
ろ
ん
な

く
、
注
釈
家
鄭
玄
そ
の
人
が
『
儀
礼
』
の
諸
儀
礼
を
そ
の
よ
う
に
解
し
た
た
め
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
�
玄
は
『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
を
「
脱
軍
事
化
し
た
親
睦
儀
礼

と
し
て
の
射
礼
」
と
同
一
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
生
き
た
後
漢
末
に
存
在

し
て
い
た
「
軍
事
色
を
残
す
訓
練
儀
礼
」
は
国
家
祭
祀
に
附
随
し
た
儀
礼
と
判
断

し
、
士
大
夫
層
の
慣
行
に
由
来
す
る
『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
と
は
別
物
と
し
て
理

表２ �玄による『儀礼』各
篇の五礼分類

五礼分類

嘉礼

嘉礼

賓礼

嘉礼

嘉礼

嘉礼

嘉礼

賓礼

嘉礼

賓礼

（凶礼）

凶礼

（凶礼）

凶礼

吉礼

吉礼

（吉礼）

篇 名

士冠礼

士婚礼

士相見礼

郷飲酒礼

郷射礼

燕礼

大射

聘礼

公食大夫礼

覲礼

喪服

士喪礼

既夕礼

士虞礼

特牲饋食礼

少牢饋食礼

有司

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

中
国
射
礼
の
形
成
過
程

―『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
と
『
大
唐
開
元
礼
』
の
あ
い
だ
―

五
〇



解
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
非
軍
事
的
な
射
礼
」
の
実
施
例
は
、
三
国
時
代
以
降
も
確
認
で
き
る
。
ま
ず
魏

の
甘
露
二
年
（
二
五
七
）
五
月
、
辟
雍
で
の
饗
射
が
行
わ
れ
、
群
臣
に
賦
詩
が
命

じ
ら
れ（
２０
）
た
。
さ
ら
に
西
晋
に
な
る
と
、
礼
教
立
国
を
め
ざ
す
諸
政
策
の
一
環
と
し

て
、
辟
雍
に
お
け
る
射
礼
が
大
規
模
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
り
わ
け
泰
始

（
二
六
五
〜
二
七
四
）・
咸
寧
間
（
二
七
五
〜
二
八
〇
）
に
お
い
て
、
皇
帝
あ
る
い

は
皇
太
子
臨
御
の
も
と
郷
飲
酒
礼
と
セ
ッ
ト
で
実
施
さ
れ
た
射
礼
に
つ
い
て
は
、

そ
の
盛
容
が
洛
陽
郊
外
で
出
土
し
た
「
晋
辟
雍（
２１
）
碑
」
に
詳
述
さ
れ
、
広
く
知
ら
れ

て
い
る
。
本
碑
発
見
の
経
緯
や
記
載
内
容
、
お
よ
び
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て

は
数
多
の
先
行
研
究
が
あ
る
の
で
そ
ち
ら
に
譲
り
〔
木
島
一
九
九
六
、
福
原
二
〇

一
二
な
ど
〕、
本
稿
と
関
連
の
深
い
点
の
み
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
こ
う
。

第
一
に
本
碑
に
記
録
さ
れ
た
射
礼
が
漢
代
射
礼
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
る
こ

と
。
高
明
士
・
福
原
啓
郎
両
氏
に
よ
れ
ば
、
碑
中
の
射
礼
記
事
の
う
ち
、
泰
始
六

年
（
二
七
〇
）
三
月
の
大
射
礼
が
同
年
一
〇
月
の
郷
飲
酒
礼
と
、
咸
寧
四
年
（
二

七
八
）
二
月
の
大
射
礼
が
前
年
一
一
月
の
郷
飲
酒
礼
と
セ
ッ
ト
で
開
催
さ
れ
て
い

る
の
は
、
後
漢
明
帝
以
来
の
「
春
射
秋
饗
」
を
襲
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
〔
高
一

九
八
四
、
福
原
二
〇
一
二
〕。

第
二
に
、
当
時
の
大
射
礼
が
�
玄
説
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
。
同
碑
陰

に
列
挙
さ
れ
た
学
者
た
ち
約
四
〇
〇
名
の
な
か
に
は
「
�
大
射
礼
博
士
」「
�
大
射

礼
生
」「
王
郷
飲
酒
礼
博
士
」「
王
郷
飲
酒
礼
生
」
と
い
う
肩
書
を
持
つ
も
の
が
含

ま
れ
て
い
る
。
木
島
史
雄
氏
に
拠
れ
ば
、
こ
れ
は
大
射
礼
に
は
�
玄
説
が
、
郷
飲

酒
礼
に
は
王
粛
説
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
う
〔
木
島
一
九

九
五
〕。
碑
文
中
に
は
実
際
に
行
わ
れ
た
儀
節
の
中
身
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
こ
と
が

な
い
た
め
、
実
践
が
理
論
を
ど
う
踏
ま
え
て
い
る
か
具
体
的
に
辿
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
だ
し
、『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
を
嘉
礼
に
区
分
し
た
鄭
玄
の
学
説
に
基
づ

き
、
し
か
も
辟
雍
と
い
う
学
校
施
設
で
実
施
さ
れ
た
儀
礼
で
あ
る
以
上
、
そ
の
性

格
は
非
軍
事
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
両
漢
か
ら
魏
晋
に
か
け
て
は
「
軍
事
的
な
訓
練
儀
礼
」
と
「
非

軍
事
的
な
射
礼
」
が
並
存
し
て
い
た
の
で
あ（
２２
）
る
。
こ
の
結
論
を
補
強
す
る
も
う
ひ

と
つ
の
材
料
と
し
て
、
漢
か
ら
南
朝
宋
ま
で
の
礼
制
を
通
史
的
に
記
録
す
る
梁
・

沈
約
撰
『
宋
書
』
礼
志
（
全
五
巻
）
を
分
析
し
て
み
た
い
。
同
書
は
以
前
論
じ
た

よ
う
に
構
成
上
の
混
乱
が
目
立
つ
の
で
あ
る
が
〔
丸
橋
二
〇
一
一
〕、
そ
の
う
ち
礼

志
一
の
配
列
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

�
冠
礼

�
婚
礼

�
元
会

�
郊
祀

�
社
稷

�
合
朔

	
籍
田



親
蚕

�
学
礼
（
釈
奠
・
大
射
・
養
老
・
郷
飲
酒
な
ど
）

�
講
武
・
田
猟
（
漢
・
魏
の
立
秋
礼
を
含
む
）

�
の
部
分
に
見
え
る
大
射
の
記
事
は
わ
ず
か
に
一
件
だ
が
、
征
西
将
軍
�
亮
に

よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
、
東
晋
初
期
の
出
来
事
で
あ（
２３
）
る
。『
宋
書
』
は
こ
れ
を

学
礼
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
�
の
部
分
は
「
兵
な
る
者
は
国
を

守
る
の
備
え
な
り
」
と
の
一
節
で
始
ま
っ
て
お
り
、
�
と
の
間
に
は
明
確
な
一
線

が
引
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
�
に
含
ま
れ
る
漢
・
魏
の
訓
練
儀
礼
（
立
秋
礼
）

社
会
文
化
論
集

第
十
号

二
〇
一
四
年
三
月

五
一



は
、
純
然
た
る
軍
事
儀
礼
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
よ
う

に
『
宋
書
』
礼
志
は
、
現
存
正
史
の
な
か
で
最
も
直
近
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
魏
晋
の

礼
制
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。『
宋
書
』
の
配
列
を
信
頼
し
て
、「
非
軍
事
的
な

射
礼
」
と
「
軍
事
的
な
訓
練
儀
礼
」
の
並
存
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
あ
な
が

ち
無
理
な
推
測
で
は
あ
る
ま
い
。

（
二
）
南
北
朝
時
代
の
射
礼

漢
代
か
ら
魏
晋
に
か
け
て
継
続
し
た
並
存
状
況
に
転
機
が
訪
れ
る
の
は
、
東
晋

末
期
で
あ
る
。
義
熙
一
二
年
（
四
一
六
）
一
〇
月
に
宋
公
の
爵
を
得
た
劉
裕
は
、

そ
の
後
、
彭
城
郡
（
現
在
の
江
蘇
省
徐
州
市
）
に
あ
る
項
羽
ゆ
か
り
の
地
「
戯
馬

台
」
に
お
い
て
九
月
九
日
の
馬
射
を
開
催
し
た
。
そ
し
て
こ
の
馬
射
は
、
そ
れ
以

後
慣
例
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
九
月
九
日
馬
射
」
は
ど
の
よ
う
な
性

格
の
儀
礼
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
基
本
史
料
の
『
南
斉
書
』
礼
志
上
に
は
、「
秋
は
金
徳
の
季
節
で
あ
り
、
講

武
・
射
礼
を
行
う
の
は
、
漢
代
の
立
秋
礼
を
模
倣
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
の
理

解
が
示
さ
れ
て
い（
２４
）
る
。
陰
陽
五
行
思
想
に
基
づ
き
、
陽
が
陰
に
転
じ
る
秋
季
に
武

事
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
漢
代
の
立
秋
礼
（
訓
練
儀
礼
）
を
継
承
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
会
場
と
な
っ
た
「
戯
馬
台
」
は
項
羽
が
秦
を

滅
ぼ
し
、
西
楚
覇
王
を
称
し
て
彭
城
に
都
を
置
い
た
際
、
こ
こ
で
兵
馬
の
訓
練
を

観
閲
し
た
と
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
故
事
の
記
憶
と
、
漢
代
立
秋
礼

（
訓
練
儀
礼
）
が
結
び
つ
き
、
九
月
九
日
馬
射
を
「
軍
事
的
な
訓
練
儀
礼
」
の
系
譜

に
位
置
づ
け
る
解
釈
が
導
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
一
方
、
こ
の
戯
馬
台
馬
射
に
つ
い
て
は
非
軍
事
的
な
要
素
も
無
視

で
き
な
い
。
ま
ず
、
参
会
者
に
賦
詩
が
求
め
ら
れ
て
い（
２５
）

る
。
ま
た
、
こ
の
戯
馬
台

は
徐
州
中
心
部
の
南
山
に
造
営
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
２６
）
が
、
九
月
九
日
に
山
に
登

る
行
事
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
重
陽
登
高
」
の
一
面
を
見
逃
す

こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ（
２７
）
う
。
そ
し
て
「
重
陽
登
高
」
の
行
事
と
し
て
開
催
さ
れ
、

参
会
者
が
詩
の
出
来
映
え
を
競
う
と
な
れ
ば
、
そ
の
内
容
に
は
非
軍
事
的
な
要
素

が
相
当
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
九
月
と
い
う
の
は
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
漢
代
に
お
い
て
「
非
軍
事
的

な
射
礼
」
の
開
催
時
季
と
し
て
三
月
と
と
も
に
規
定
さ
れ
て
い
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で

あ（
２８
）
る
。
後
世
に
目
を
転
じ
る
と
、
北
朝
末
期
か
ら
唐
代
に
か
け
て
射
礼
は
三
月
三

日
と
九
月
九
日
の
開
催
が
通
例
と
な
っ
て
い
き
（
次
節
参
照
）、「
三
九
射
礼
」
な

ど
と
も
称
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
劉
裕
の
始
め
た
九
月
九
日
馬
射
は
、
前
代
を
継

承
し
、
後
世
に
も
受
け
継
が
れ
る
儀
礼
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

な
お
西
晋
以
前
に
頻
見
さ
れ
た
三
月
の
射
礼
（
春
射
）
に
つ
い
て
、
東
晋
南
朝

期
に
お
け
る
実
施
例
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
梁
・
蕭
子
顕
撰
『
南
斉

書
』
礼
志
上
の
嘉
礼
も
し
く
は
軍
礼
と
目
さ
れ
る
部
分
の
配
列
が
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
良
い
。

�
学
校
・
釋
奠

�
冠
礼

�
婚
礼

�
避
諱

�
元
会

�
三
月
三
日
曲
水
宴

�
九
月
九
日
馬
射

九
月
九
日
馬
射
（
�
）
は
、
三
月
三
日
曲
水
宴
（
�
）
の
直
後
に
置
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
類
似
の
構
成
は
、
編
纂
時
期
が
『
南
斉
書
』
よ
り
後
れ
る
唐
・
房

中
国
射
礼
の
形
成
過
程

―『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
と
『
大
唐
開
元
礼
』
の
あ
い
だ
―

五
二



玄
齢
等
撰
『
晋
書
』
礼
志
下
の
「
嘉
礼
」
部
分
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

�
冠
礼

�
婚
礼

�
郷
飲
酒
・
大
射
・
養（
２９
）
老

�
釈
奠

�
季
春
上
巳
禊
祭

�
九
月
九
日
馬
射

�
季
春
上
巳
禊
祭
と
は
、
も
と
も
と
三
月
の
上
巳
に
お
け
る
水
浴
祓
除
を
本
旨

と
す
る
行
事
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
三
国
以
降
、
開
催
日
が
三
月
三
日
に
固
定
さ

れ
、
踏
青
・
柳
圏
（
柳
枝
を
束
ね
た
か
ぶ
り
も
の
）
の
贈
答
・
曲
水
宴
・
艾
採
り

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
〔
中
村
二
〇
〇
九
〕。

つ
ま
り
『
晋
書
』
に
お
い
て
も
、
三
月
三
日
の
行
事
の
直
後
に
九
月
九
日
馬
射
が

配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
『
南
斉
書
』『
晋
書
』
の
構
成
か
ら
、
九
月
九
日
（
重
九＝

重
陽
）

の
馬
射
は
三
月
三
日
（
重
三
）
の
行
事
と
抱
き
合
わ
せ
の
儀
礼
と
な
っ
て
い
く
過

程
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
こ
の
の
ち
唐
代
に
か

け
て
「
三
九
射
礼
」
が
慣
例
化
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
十
分
妥
当
性
の
あ

る
解
釈
と
考
え
う
る
。
し
か
も
『
晋
書
』
は
両
者
を
「
嘉
礼
」
に
分
類
し
て
い（
３０
）
る
。

し
た
が
っ
て
南
朝
の
九
月
九
日
馬
射
と
は
、
理
念
上
は
軍
事
色
の
強
い
漢
代
立
秋

礼
（
訓
練
儀
礼
）
の
系
譜
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
質
的
に
は
そ
う
し
た
要

素
は
稀
薄
化
し
、
非
軍
事
的
な
性
格
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
東
晋
南
朝
の
動
き
に
対
し
、
同
時
期
の
五
胡
十
六
国
・
北
朝
に

お
け
る
射
礼
は
全
く
異
な
る
展
開
を
た
ど
る
。

藤
井
律
之
氏
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
北
族
に
は
伝
統
的
な
生
業
形
態
の
延
長

線
上
と
し
て
、
弓
射
の
技
能
を
軍
事
的
資
質
の
指
標
と
見
な
す
観
念
が
存
在
し
て

い
た
〔
藤
井
二
〇
〇
五
、
梁
二
〇
〇
七
〕。
そ
う
し
た
観
念
を
儀
礼
と
し
て
形
象
化

し
た
の
が
、
鮮
卑
族
拓
跋
部
の
慣
行
「
七
月
七
日
馬
射
」
で
あ（
３１
）
る
。
そ
の
端
緒
は
、

北
魏
の
前
身
で
あ
る
代
国
の
時
代
、
什
翼
�
の
建
国
五
年
（
三
四
二
）
七
月
七
日

に
「
講
武
・
馳
射
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
あ
っ（
３２
）
た
。
こ
の
行
事
は
そ
の
の
ち
慣
例

化
さ
れ
、
代
国
の
一
時
消
滅
期
間
に
は
記
録
が
途
絶
え
る
も
の
の
、
そ
の
復
興
（
北

魏
建
国
）
後
に
な
る
と
明
元
帝
か
ら
文
成
帝
の
時
代
に
か
け
て
複
数
回
の
実
施
例

を
検
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
表（
３３
）
３
）。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
永
興
二
年
（
四
一

〇
）、
始
光
三
年
（
四
二
六
）、
同
四
年
（
四
二
七
）、
興
安
二
年
（
四
五
三
）
の
開

催
記
事
に
は
「
築
馬
射
台
」「
築
壇
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
始
光
三
年
の
記

事
に
は
「
帝
親
ら
台
に
登
り
て
走
馬
を
観
る
」
と
あ
る
の
で
、
馬
射
台
と
は
馬
射

の
様
子
を
皇
帝
が
観
閲
す
る
た
め
の
施
設
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
程
度
高
い
視
点
に

立
っ
て
観
る
必
要
が
あ
る
ほ
ど
広
大
な
ス
ペ
ー
ス
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
判
る
。

辟
雍
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
施
設
で
行
わ
れ
る
「
非
軍
事
型
の
射
礼
」
と
は
明
ら

か
に
異
な
る
、
軍
事
演
習
的
な
行
事
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
孝
文
帝
の
太
和
一
六
年
（
四
九
二
）
八
月
二
一
日
、
明
堂
で
の
養
老

儀
礼
と
と
も
に
予
定
さ
れ
て
い
た
大
射
が
雨
天
中
止
に
な
る
と
、
そ
の
四
日
後
に

「
講
武→

馬
射
」
形
式
の
儀
礼
を
準
備
せ
よ
と
の
詔
が
出
さ
れ
て
い（
３４
）
る
。
長
く
垂
廉

聴
政
を
布
い
た
文
明
太
后
馮
氏
の
死
か
ら
二
年
、
よ
う
や
く
親
政
を
始
め
た
ば
か

り
の
孝
文
帝
は
、
翌
年
に
断
行
さ
れ
る
洛
陽
遷
都
を
に
ら
み
、
南
方
進
出
の
計
画

を
練
り
始
め
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
こ
で

命
じ
ら
れ
た
講
武
・
馬
射
も
や
は
り
軍
事
的
性
格
の
強
い
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
南
朝
で
は
軍
事
色
の
薄
い
九
月
九
日
馬
射
が
行
わ
れ
る
一
方
、

北
朝
で
は
馬
射
と
講
武
を
組
み
合
わ
せ
る
軍
事
的
な
訓
練
儀
礼
が
盛
ん
と
な
っ
た
。

同
じ
射
礼
で
あ
り
な
が
ら
、
南
北
の
違
い
は
顕
著
で
あ
っ
た
。

（
三
）
南
北
朝
末
期
の
射
礼

本
節
で
は
南
北
朝
末
期
か
ら
隋
唐
に
か
け
て
、
六
世
紀
以
降
の
射
礼
を
追
跡
す

る
の
だ
が
、
こ
の
時
期
の
南
朝
で
は
射
礼
そ
の
も
の
が
形
骸
化
し
て
い
た
の
か
、

具
体
的
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。

北
朝
の
う
ち
東
魏
・
北
斉
で
は
、
前
代
と
同
様
、
講
武
と
馬
射
を
組
み
合
わ
せ

る
軍
事
色
の
強
い
訓
練
儀
礼
が
維
持
さ
れ
て
い（
３５
）
た
。『
五
代
史
志
』
礼
儀
志
三
に
は
、

南
北
五
朝
（
梁
・
陳
・
北
斉
・
北
周
・
隋
）
の
軍
礼
が
集
約
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
な
か
で
射
礼
は
講
武
・
田
猟
と
一
括
さ
れ
て
い
る
。
三
者
を
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
、

す
な
わ
ち
軍
礼
と
見
な
す
認
識
の
表
れ
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
射
礼
に
つ
い
て
は
、

梁
・
陳
と
北
周
の
記
載
は
な
く
、
隋
の
史
料
も
わ
ず
か
で
、
実
体
が
判
明
す
る
の

は
北
斉
の
ケ
ー
ス
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
北
斉
射
礼
の
内
容
を
同
書
に
よ
り
確
認

し
て
お
こ
う
。

ま
ず
射
礼
は
春
（
三
月
三
日
）
と
秋
（
季
秋＝

九
月
）
の
二
季
開
催
が
規
定
さ

れ
、
い
ず
れ
も
皇
帝
以
下
百
官
が
品
階
ご
と
に
弓
射
を
行
う
。
そ
こ
で
注
目
し
た

い
の
は
、
第
一
に
皇
帝
の
射
に
先
だ
ち
、
�
�
令
と
呼
ば
れ
る
担
当
官
（
宮
廷
馬

匹
の
飼
養
責
任
者
か
）
が
御
馬
を
進
め
る
と
い
う
点
。
第
二
に
百
官
が
品
階
に
応

じ
て
定
め
ら
れ
た
数
の
矢
を
発
す
る
と
き
、
ど
の
品
階
に
お
い
て
も
最
初
の
一
発

は
「
調
馬
」
の
た
め
に
放
つ
点
で
あ（
３６
）
る
。「
調
馬
」
と
は
、
本
格
的
に
目
標
を
定
め

て
射
る
前
に
、
馬
に
対
し
て
何
ら
か
の
予
備
的
な
働
き
か
け
を
行
う
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
北
斉
の
射
礼
は
馬
射
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
、

表３ 北朝の射礼実施例
典拠

魏書１
魏書３
魏書４上
魏書４上
魏書４上
魏書５
魏書５
魏書７下
魏書１１
魏書１１
魏書１１
北斉書３
北斉書２
北斉書４
北斉書４０
北斉書４
周書５
周書５
周書５
隋書１
隋書５０
隋書２
隋書２
隋書３

摘要
壇埒を設け講武馳射（以後常例化）
陂西に馬射台を立て、講武教戦
長川に馬射台を築き観賞
赫連昌討伐より帰還→祚嶺に築壇、戯馬射
北涼遠征の途上で「大饗群臣、講武馬射」
馬射台建設
観馬射
養老儀礼と同日予定の大射、雨天中止
燕射
出帝と高澄の「燕射」
出帝、「元樹及公卿百僚蕃使督将」を引見し宴射
高澄、賓客を招き「執射賦詩」
孝静帝、高歓と「讌射」
馬射（衆庶を集めて観せしむ）
講武の後「宴射」を開催
馬射（「京師婦女」に観せしむ）
賜百官各有差
戊午（７日後）に少陵原で講武
辛巳に講武→２日後に大射（都督以上５０人が対象）
十日間実施
上観群臣宴射
百僚
宴賜百官
百僚

場所

参合陂
雲中旧宮和兜山
祚嶺
上郡属国城
南郊
中山

華林都亭

華林都亭
山園
�
�城西
羊汾堤？
城東
正武殿
大武殿
道会苑
北苑
？
武徳殿
武徳殿
允武殿

日
７
７
？
７
７
？
３
２１
癸卯
１
９
？
乙丑
甲辰
？
？
丙子
辛亥
癸未
甲戌
？
甲子
戊寅
庚戌

月
７
７
７
７
７
７
３
８
４
８
９
？
１１
１
？
４
１
１０
１１
１
？
１１
１
１

年
建国５（３４２）
永興２（４１０）
始光３（４２６）
始光４（４２７）
太延５（４３９）
興安２（４５３）
太安４（４５８）
太和１６（４９２）
普泰１（５３１）
中興２（５３２）

元象１（５３８）
興和１（５３８）
天保７（５５６）

天保８（５５７）
保定１（５６１）
保定２（５６２）
建徳２（５７３）
開皇４（５８４）
開皇９（５８９）
開皇１２（５９２）
開皇１９（５９９）
大業４（６０８）

王朝
代国

北魏

東魏
北斉

北周

隋

中
国
射
礼
の
形
成
過
程

―『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
と
『
大
唐
開
元
礼
』
の
あ
い
だ
―

五
四



前
節
で
見
た
北
魏
の
訓
練
儀
礼
（
馬
射
＋
講
武
）
の
名
残
り
に
相
違
あ
る
ま
い
。

そ
し
て
北
斉
射
礼
が
講
武
・
田
猟
と
と
も
に
「
軍
礼
」
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る

理
由
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
以
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
方
、
北
斉
射
礼
に
は
非
軍
事
的
な
要
素
も
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
三
月
・
九
月
の
二
季
開
催
を
定
め
て
い
る
の
は
、
漢
魏
南
朝
以
来
の
非
軍
事

的
な
射
礼
を
受
け
継
ぐ
特
徴
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
馬
射
台
前
の
よ
う
な
広
大
な
空

間
で
は
な
く
、「
射
所
」
と
い
う
限
定
的
な
会
場
で
行
わ
れ
る
点
、
そ
し
て
歌
唱
と

飲
酒
を
伴
い
祝
宴
的
な
要
素
が
強
ま
っ
て
い
く
点
も
看
過
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、

現
実
の
射
礼
実
施
例
の
傾
向
と
も
符
合
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
北
魏
最
末
期
の
中

興
二
年
（
五
三
二
）
の
射
礼
は
九
月
九
日
（
庚
子
）
に
行
わ
れ
た
「
宴
射
」
で
あ
っ

（
３７
）た
。
ま
た
元
象
元
年
（
五
三
八
）、
父
高
歓
と
と
も
に
東
魏
の
政
界
を
牛
耳
っ
て
い

た
高
澄
は
遊
讌
を
行
う
た
び
に
食
客
を
招
き
「
執
射
・
賦
詩
」
し
た
と
さ
れ（
３８
）
る
。

類
似
の
傾
向
は
、
隋
唐
政
権
に
と
っ
て
直
接
の
母
体
で
あ
る
西
魏
・
北
周
に
も

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
射
礼
と
講
武
が
接
近
し
た
日
程
で
開
催
さ
れ
る
事

例
が
み
ら
れ
る
こ
と
（
表
３
）。
ま
た
射
礼
に
参
加
し
た
王
襃
の
「
九
日
従
駕
詩
」

に
は
「
射�

馬�

は
双
帯
を
垂
ら
し
」
と
の
一
句
が
み
え
、
�
信
に
は
「
三
月
三
日
華

林
園
馬�

射�

賦
」
と
い
う
作
品
が
あ
っ
て
、
北
周
の
射
礼
も
ま
た
馬
射
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
い
う
る
こ
と
、
な
ど
で
あ（
３９
）
る
。
こ
れ
ら
は
、
射
礼
に
な
お
軍
事
的
要
素
が

残
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
�
信
の
賦
に
は
「
乃

奏
�
虞
九
節
、
狸
首
七
章
」
と
い
う
一
節
が
あ
っ
て
奏
楽
を
と
も
な
っ
て
い
た
こ

と
が
判
明
す
る
。
そ
も
そ
も
詩
・
賦
の
作
成
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
非

軍
事
的
要
素
の
表
れ
で
あ
る
。

さ
ら
に
北
周
の
場
合
、
上
述
の
よ
う
に
「
射
礼→

講
武
」
の
隣
接
開
催
を
残
し

つ
つ
も
、
講
武
（
大
閲
・
大
会
）
の
単
独
開
催
が
そ
れ
以
上
に
頻
繁
に
な
っ
て
き

表４ 府兵制の成立過程と「農隙講武」の定着
西魏の成立（宇文泰、文帝を擁立）

華陰で「大閲」

宇文泰、六軍設立

馬牧で「大会」

�山の戦い（西魏、東魏に大敗）→関隴豪右を広募（府兵制の起源）

櫟陽で「大閲」

白水で「大閲」

白水で「大閲」→「西狩岐陽」

咸陽で「大会」

このころ各地の望族を郷帥とし、郷兵を統領せしむ

二十四軍制確立

大武殿で大射→七日後に少陵原で講武

城南で講武「親率六軍」、諸蕃使も扈従

城南で講武「親率六軍」

武帝、宇文護を誅殺 （建徳に改元）→二十四軍が皇帝直轄に

城南で講武「親率六軍」

城東で講武「親率六軍」→その後道会苑で大射（都督以上５０人が対象）

同州に行幸→城東で「大閲」

諸軍軍士を侍官と改称。百姓から徴兵、夏人の半ばが兵となる。

臨皐沢で講武（侍官制施行の七日後）

戊午

丁亥

壬寅

丙辰

丙午

辛巳

己巳

丙申

癸卯

１

冬

２

４

３

１０

１０

１０

７

１０

１０

１０

３

１１

１１

１１

１２

１２

大統１（５３５）

大統５（５３９）

大統８（５４２）

大統９（５４３）

大統１０（５４４）

大統１１（５４５）

大統１２（５４６）

大統１６（５５０）ころ

保定２（５６２）

天和３（５６８）

天和６（５７１）

天和７（５７２）

建徳１（５７２）

建徳２（５７３）

建徳３（５７４）

西魏

北周
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て
い
る
（
表
４
）。
そ
し
て
重
要
な
の
は
開
催
時
季
が
冬
季
に
集
中
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
西
魏
・
北
周
に
お
い
て
冬
季
講
武
が
繰
り
返
さ
れ
た
期
間
は
、
ま
さ
し
く

府
兵
制
の
確
立
過
程
と
重
な
っ
て
い
る
。
農
民
か
ら
の
徴
発
に
重
き
を
置
い
た
府

兵
制
の
場
合
、
農
閑
期
に
お
い
て
各
地
の
軍
府
で
行
う
訓
練
が
兵
役
義
務
の
基
礎

を
な
す
〔
氣
賀
澤
一
九
九
九
〕。
農
民
兵
を
動
員
す
る
西
魏
・
北
周
の
軍
事
訓
練
は
、

冬
季
開
催
の
い
わ
ゆ
る
「
農
隙
講
武
」
に
特
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
北
斉
・
北
周
の
射
礼
は
な
お
軍
事
色
を
残
し
つ
つ
も
、
大
勢
と

し
て
は
脱
軍
事
化
が
着
実
に
強
ま
っ
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
と

も
な
い
、
射
礼
が
従
来
担
っ
て
き
た
軍
事
訓
練
と
い
う
機
能
は
、
講
武
（
お
よ
び

田
猟
）
が
単
独
で
担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
軍
事
的
性
格
と
非
軍
事
的
性
格
を
合
わ
せ
も
つ
射
礼
が
『
開
元
礼
』

に
お
い
て
軍
礼
に
区
分
さ
れ
る
理
由
を
探
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
、
そ
の
問
い
に
対

す
る
現
時
点
で
の
答
え
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
北
斉
に

お
い
て
射
礼
は
軍
礼
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
講
武
と
抱
き
合
わ
せ
で
開
催
さ

れ
る
馬
射
」
と
い
う
北
魏
以
来
の
軍
事
訓
練
的
要
素
が
残
っ
て
い
っ
た
た
め
と
推

測
さ
れ
る
。
そ
し
て
唐
の
礼
制
は
北
斉
礼
制
を
直
接
の
範
型
と
し
て
五
礼
を
編
成

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
軍
礼
部
分
も
北
斉
の
枠
組
み
が
そ
の
ま
ま
引
き
継
が

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
射
礼
は
（
す
で
に
脱
軍
事
化
し
て
い
た
唐
代
に
あ
っ

て
も
）
軍
礼
に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
の
と
こ
ろ
『
開
元
礼
』
射
礼
の
式
次
第
は
、
第
一
章
で
も
整
理
し
た
よ
う

に
軍
事
訓
練
的
要
素
が
稀
薄
な
も
の
で
あ
っ
た
。
表
５
を
一
覧
す
れ
ば
、
三
月
三

表５ 唐の射礼実施例
典拠

会２６
会２６
冊７９・１０９
冊１０９
旧２、冊１２４
会２６、冊１０９
会２６
冊１０９
会２６
会２６、冊１０９
会２６、冊１０９
会２６
旧４、会２６
会２６、冊１１０
会２６、冊１１０
旧４、会２６
会２６
会２６
会２６
会２６
会２６、冊１１０

【典拠略称】旧：旧唐書、会：唐会要、冊：冊府元亀

摘要
群臣
三品以上
五品以上
群臣
玄武門の変直後、突厥侵入時の習射
重臣
文武五品以上
群臣
群臣
五品以上
百僚
文武五品以上
群臣
三品以上
五品以上
こののち大射行われず

源乾曜、大射実施を奏請（可否は不明）
百僚射を観る
百官
許景先の諫言により中止
８／２３勅で実施命令（これを最後に射礼停廃）

場所
玄武門
武徳殿
武徳殿
玄武門
顕徳殿
玄徳門
武徳殿
武徳殿
武徳殿
儀鳳殿（洛陽）
観徳殿
玄武門
観徳殿
丹霄楼
永光門楼

安福門

安福楼

日
？
？
９
２９
２２
３
３
９
３
３
３
９
３
３
４
３

９
３
９
９

月
１
８
９
１
９
３
３
９
３
３
３
９
３
９
９
３

９
３
９
９

年
武徳２（６１９）
武徳４（６２１）

武徳５（６２２）
武徳９（６２６）
貞観３（６２９）
貞観５（６３１）

貞観６（６３２）
貞観１１（６３７）
貞観１６（６４２）

永徽３（６５２）
永徽５（６５４）

麟徳１（６６４）
景雲２（７１１）
先天１（７１２）
開元４（７１６）
開元８（７２０）
開元２１（７３３）

王朝

唐

中
国
射
礼
の
形
成
過
程

―『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
と
『
大
唐
開
元
礼
』
の
あ
い
だ
―

五
六



日
や
九
月
九
日
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
、
宮
廷
内
の
殿
庭
や
門
前
を
会
場
と
す
る
こ

と
、
末
端
の
兵
士
は
参
加
し
な
い
こ
と
、
し
ば
し
ば
祝
宴
や
賜
与
が
行
わ
れ
る
こ

と
な
ど
が
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
実
例
か
ら
も
脱
軍
事
化
の
傾
向
は
確
か
め
る
こ

と
が
で
き（
４０
）
る
。
し
た
が
っ
て
唐
代
射
礼
は
、『
儀
礼
』
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、

両
漢
魏
晋
に
お
い
て
学
礼
と
し
て
確
立
さ
れ
た
春
秋
の
射
礼
を
遠
祖
と
し
、
南
朝

の
九
月
九
日
馬
射
を
経
由
し
て
伝
え
ら
れ
た
「
非
軍
事
的
な
射
礼
」
の
系
譜
上
に

位
置
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
射
礼
の
軍
事
的
性
格
の
方
も
折
に
触
れ
て
歴
史
の
表
舞
台
に
登

場
し
て
き
た
。
本
稿
で
扱
っ
た
時
代
で
い
え
ば
、
第
一
に
前
漢
の
都
試
・
秋
射
か

ら
後
漢
の
乗
之
、
魏
の
治
兵
に
至
る
立
秋
訓
練
儀
礼
の
系
譜
で
あ
り
、
第
二
に
五

胡
か
ら
北
朝
ま
で
引
き
継
が
れ
た
北
族
由
来
の
「
馬
射→

講
武
」
儀
礼
の
系
譜
で

あ
る
。
北
斉
お
よ
び
唐
の
射
礼
が
軍
礼
に
区
分
さ
れ
た
の
は
後
者
の
影
響
に
よ
る

も
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
の
の
ち
北
朝
末
期
か
ら
唐
代
に
か
け
、
軍
事
訓
練
的
な
儀
礼
は
講
武
と
田
猟

が
専
ら
受
け
持
つ
よ
う
に
な
り
、
射
礼
の
脱
軍
事
化
は
決
定
的
な
も
の
に
な
る
。

そ
し
て
祝
宴
色
の
強
ま
っ
た
唐
代
は
次
第
に
経
費
負
担
の
マ
イ
ナ
ス
面
が
目
立
ち

始
め
る
よ
う
に
な（
４１
）
る
。
射
礼
が
持
続
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
は
高
宗
治
世
の
初
期

ま
で
で
あ
り
、
麟
徳
元
年
（
六
六
四
）
の
大
射
を
最
後
に
中
断
す
る
。
武
周
革
命

を
経
た
後
の
景
雲
二
年
（
七
一
一
）
か
ら
玄
宗
の
開
元
初
期
ま
で
一
時
復
活
さ
れ

る
も
の
の
短
期
間
で
停
廃
に
至
り
、
以
後
唐
代
を
通
じ
て
再
開
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ（
４２
）
た
。

し
ば
ら
く
の
空
白
の
後
、
射
礼
は
五
代
北
宋
期
に
は
再
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

が
、
こ
の
時
期
の
射
礼
も
唐
代
と
同
じ
く
飲
酒
・
奏
楽
を
と
も
な
う
も
の
が
多
い
。

そ
し
て
宋
代
後
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
政
和
五
礼
新
儀
』
に
い
た
っ
て
つ
い
に
射
礼

は
嘉
礼
に
配
当
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
転
換
過
程
に
つ
い
て
は
稿
を

改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

最
後
に
、
五
礼
に
お
け
る
射
礼
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
清
朝
の
考
証
学
者
・

秦
�
田
の
解
説
に
耳
を
傾
け
よ
う
。
彼
は
、
射
と
は
「
礼
学
を
習
う
所
以
」
で
あ
っ

て
「
専
ら
威
武
を
尚
ぶ
」
も
の
で
は
な
い
と
の
見
地
か
ら
、
射
礼
を
軍
礼
に
配
当

す
る
『
開
元
礼
』
や
『
通
典
』
を
批
判
し
、
嘉
礼
に
編
入
す
る
�
玄
や
『
宋
史
』

礼
志
を
支
持
し
て
い（
４３
）
る
。

こ
の
評
価
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
射
礼
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
軍
礼
に
位
置
づ
け

た
『
開
元
礼
』
の
思
想
は
、
中
国
史
全
体
の
流
れ
の
な
か
で
は
実
の
と
こ
ろ
異
端

に
属
す
る
。
軍
事
・
非
軍
事
の
二
面
性
を
兼
備
し
た
射
礼
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
後
者
に
軸
足
を
置
く
の
が
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
理
解
だ
っ
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
弓
射
と
い
う
ま�

っ�

た�

き�

軍�

事�

行�

為�

を
、
親
睦
儀
礼
で
あ
る
嘉
礼
に
あ
え

て
配
属
さ
せ
る
―
―
そ
れ
は
、
中
国
伝
統
社
会
に
お
け
る
「
武
力
の
制
度
化
」〔
丸

橋
二
〇
一
三
〕
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

【
註
】

（
１
）『
礼
記
』
射
義

（
２
）『
周
礼
』
春
官
大
宗
伯

大
宗
伯
之
職
、
…
…
以
嘉
礼
親
万
民
。
以
飲
食
之
礼
、
親
宗
族
兄
弟
。
以

昏
冠
之
礼
、
親
成
男
女
。
以�

賓�

射�

之�

礼�

、
親�

故�

旧�

朋�

友�

。
以
饗
燕
之
礼
、

親
四
方
之
賓
客
。
以
�
膰
之
礼
、
親
兄
弟
之
国
。
以
賀
慶
之
礼
、
親
異
姓

之
國
。
…
…

（
３
）『
儀
礼
』
郷
射
礼
「
郷
射
礼
第
五
」
孔
穎
達
疏

�
目
録
云
「
州
長
、
春
秋
以
礼
会
民
而
射
於
州
序
之
礼
。
…
…
射
礼
於
五

社
会
文
化
論
集

第
十
号

二
〇
一
四
年
三
月

五
七



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

礼
属
嘉
礼
。」

同
・
大
射
「
大
射
第
七
」
孔
穎
達
疏

鄭
目
録
云
「
名
曰
大
射
者
、
諸
侯
将
有
祭
祀
之
事
、
与
其
群
臣
射
、
以
観

其
礼
。
数
中
者
、
得
与
於
祭
。
不
数
中
者
、
不
得
与
於
祭
。
射
義
於
五
礼

属
嘉
礼
。」

（
４
）『
唐
会
要
』
卷
三
七
・
五
礼
篇
目

武
徳
初
、
朝
廷
草
創
、
未
遑
制
作
。
郊
祀
享
宴
、
悉
用
隋
代
旧
制
。
至
貞

観
初
、
詔
中
書
令
房
元
齡
・
秘
書
監
魏
徴
・
礼
官
学
士
、
備
攷
旧
礼
、
著

吉
礼
六
十
一
篇
・
賓
礼
四
篇
・
軍
礼
二
十
篇
・
嘉
礼
四
十
二
篇
・
凶
礼
六

篇
・
国
恤
礼
五
篇
、
総
一
百
三
十
八
篇
、
分
為
一
百
巻
。
初
、
元
齡
与
礼

官
建
議
、
以
為
…
…
又
皇
太
子
入
学
、
及
太
常
行
山
陵
、
天�

子�

大�

射�

、
合

朔
、
陳
五
兵
于
太
社
、
農�

隙�

講�

武�

、
納
皇
后
行
六
礼
、
四
孟
月
読
時
令
、

天
子
上
陵
朝
廟
、
養
老
于
辟
雍
之
礼
、
皆�

周�

隋�

所�

闕�

。
凡
増
二
十
九
条
、

余
並
依
古
礼
。
七
年
正
月
二
十
四
日
、
献
之
。
詔
行
用
焉
。

後
段
部
分
、
北
周
と
隋
に
お
い
て
五
礼
の
篇
目
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
儀

礼
を
列
挙
し
て
い
る
箇
所
に
お
い
て
、
天
子
大
射
と
農
隙
講
武
が
含
ま
れ
て

い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

（
５
）『
通
典
』
巻
七
七
・
礼
典
三
七
・
沿
革
三
七
・
軍
礼
二

説
曰
…
…
按
�
玄
説
、
射
礼
入
嘉
礼
。
今
按
、
五
帝
三
王
之
時
、
天
下
万

国
、
迭
相
征
伐
、
士
之
志
芸
、
以
射
為
首
。
是
以
我
国
家
開
元
中
修
五
礼
、

以
射
礼
入
軍
礼
焉
。

（
６
）『
唐
会
要
』
巻
二
六
・
大
射

至
〔
開
元
〕
二
十
一
年
八
月
二
十
三
日
、
敕
大
射
展
礼
「
先
王
剏
儀
、
雖

沿
革
或
殊
、
而
遵
習
無
曠
。
往
有
陳
奏
、
遂
従
廃
寝
。
永
鑑
大
典
、
無
忘

旧
章
。
将
射
侯
以
観
徳
、
豈
愛
羊
而
去
礼
。
緬
惟
古
詞
、
罔
不
率
由
。
自

我
而
闕
、
何
以
示
後
。
其
三�

九�

射�

礼�

、
即
宜
依
旧
遵
行
。
以
今
年
九
月
九

日
、
賜
射
于
安
福
楼
下
。」（
自
此
已
後
、
射
礼
遂
廃
。）

（
７
）『
宋
書
』
は
東
晋
初
期
、
征
西
将
軍
�
亮
に
よ
る
射
礼
実
施
計
画
（
未
遂
）

の
記
事
を
載
せ
、『
南
斉
書
』
は
「
九
月
九
日
馬
射
」
を
記
す
が
、
こ
れ
ら

を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
詳
述
す
る
。

（
８
）
唐
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
晋
書
』
は
五
礼
に
基
づ
く
分
類
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
に
は
唐
代
の
知
見
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
次
章
で
考
究
す
る
。

（
９
）
�
高
祖
命
天
下
郡
国
選
能
引
關
蹶
張
、
材
力
武
猛
者
、
以
為
軽
車
・
騎
士
・

材
官
・
楼
船
、
常
以
立�

秋�

後�

講
肄
課
試
、
各
有
員
数
。
平
地
用
車
騎
、
山

阻
用
材
官
、
水
泉
用
楼
船
。（『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
・
建
武
七
年
三
月
丁

酉
条
・
李
賢
注
所
引
）

�
民
年
二
十
三
為
正
一
歳
以
為
衛
士
一
歳
為
材
官
騎
士
、
習
射
御
・
騎
馳
・

戦
陣
。
八�

月�

、
太
守
・
都
尉
・
令
・
長
・
相
・
丞
・
尉
会
都
試
、
課
殿
最
。

（『
続
漢
書
』
百
官
志
五
・
劉
昭
注
所
引
。
解
釈
に
諸
説
あ
る
波
線
部
分
は

断
句
を
し
て
い
な
い
。）

�
��

終�

郡
試
之
時
、
講
武
勒
兵
、
因
以
校
猟
、
簡
其
材
力
也
。（『
後
漢
書
』

耿
�
伝
・
李
賢
注
所
引
）

（
１０
）『
漢
書
』
韓
延
寿
伝

延
寿
在
東
郡
時
、
試
騎
士
、
治
飾
兵
車
、
画
龍
虎
朱
爵
。
延
寿
衣
黄
�
方

領
、
駕
四
馬
、
傅
総
、
建
幢
�
、
植
羽
葆
、
鼓
車
歌
車
。
功
曹
引
車
、
皆

駕
四
馬
、
載
�
戟
。
五
騎
為
伍
、
分
左
右
部
、
軍
仮
司
馬
、
千
人
持
幢
旁

轂
。
歌
者
先
居
射
室
、
望
見
延
寿
車
、
�
�
楚
歌
。
延
寿
坐
射
室
、
騎
吏

中
国
射
礼
の
形
成
過
程

―『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
と
『
大
唐
開
元
礼
』
の
あ
い
だ
―
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持
戟
夾
陛
列
立
、
騎
士
従
者
帯
弓
�
羅
後
。
令
騎
士
兵
車
四
面
営
陳
、
被

甲
�
�
居
馬
上
、
抱
弩
負
�
。
又
使
騎
士
戯
車
弄
馬
盜
驂
。
延
寿
又
取
官

銅
物
、
候
月
蝕
鋳
作
刀
剣
鈎
鐔
、
放
效
尚
方
事
。
及
取
官
錢
帛
、
私
假
�

使
吏
。
及
治
飾
車
甲
三
百
万
以
上
。

（
１１
）『
続
漢
書
』
祭
祀
志
中

迎
時
気
、
五
郊
之
兆
。
自
永
平
中
、
以
礼
讖
及
月
令
有
五
郊
迎
気
服
色
、

因
采
元
始
中
故
事
、
兆
五
郊
于
�
陽
四
方
。
中
兆
在
未
、
壇
皆
三
尺
、
階

無
等
。
…
…
立
秋
之
日
、
迎
秋
于
西
郊
、
祭
白
帝
蓐
收
。
車
旗
服
飾
皆
白
。

歌
西
皓
・
八
�
舞
育
命
之
舞
。
使
謁
者
以
一
特
牲
先
祭
先
虞
于
壇
、
有
事
、

天
子
入
囿
射
牲
、
以
祭
宗
廟
、
名
曰
�
劉
。

『
続
漢
書
』
礼
儀
志
中

立
秋
之
日
、
白
郊
礼
畢
、
始
揚
威
武
、
斬
牲
於
郊
東
門
、
以
薦
陵
廟
。
其

儀
、
乗
輿
御
戎
路
、
白
馬
朱
鬣
、
躬
執
弩
射
牲
。
牲
以
鹿
�
。
太
宰
令
・

謁
者
各
一
人
、
載
以
獲
車
、
馳
送
陵
廟
。
於
是
乗
輿
還
宮
、
遣
使
者
齎
束

帛
以
賜
武
官
。
武
官
肄
兵
、
習
戦
陣
之
儀
。
斬
牲
之
礼
、
名
曰
�
劉
。
兵
・

官
皆
肄
孫
・
	
兵
法
六
十
四
陣
、
名
曰
乗
之
。
…
…
�
劉
之
礼
、
祠
先
虞
、

執
事
告
先
虞
已
、
烹
鮮
時
、
有
司
告
、
乃
逡
巡
射
牲
。
獲
車
畢
、
有
司
告

事
畢
。

（
１２
）『
三
国
志
』
巻
一
下
・
武
帝
紀
・
建
安
二
一
年
（
二
一
六
）
三
月
壬
寅
条
・

裴
注
所
引
『
魏
書
』

有
司
奏
「
四
時
講
武
於
農
隙
。
漢
承
秦
制
、
三
時
不
講
、
唯
十
月
都
試
車

馬
、
幸
長
水
南
門
、
会
五
營
士
為
八
陳
進
退
、
名
曰
乗
之
。
今
金
革
未
偃
、

士
民
素
習
、
自
今
已
後
、
可
無
四
時
講
武
、
但
以
立
秋
択
吉
日
大
朝
車
騎
、

號
曰
治
兵
、
上
合
礼
名
、
下
承
漢
制
。」
奏
可
。）

同
書
同
巻
の
同
年
十
月
条
に
は
曹
操
が
治
兵
を
開
催
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、

裴
注
に
引
く
『
魏
書
』
に
は
「
王
親
執
金
鼓
以
令
進
退
」
と
あ
る
。
ま
た
明

帝
も
太
和
元
年
（
二
二
七
）
一
〇
月
丙
寅
に
洛
陽
東
郊
で
治
兵
を
行
っ
て
い

る
（
明
帝
紀
同
日
条
）。

（
１３
）『
礼
記
』
月
令

孟
秋
之
月
…
…
涼
風
至
、
白
露
降
、
寒
�
鳴
、
鷹
乃
祭
鳥
、
用
始
行
戮
。

…
…
是
月
也
、
以
立
秋
、
先
立
秋
三
日
、
大
史
謁
之
天
子
曰
「
某
日
立
秋
、

盛
徳
在
金
。」
天
子
乃
齊
。
立
秋
之
日
、
天
子
親
帥
三
公
九
卿
諸
侯
大
夫
、

以
迎
秋
於
西
郊
、
還
反
、
賞
軍
帥
武
人
於
朝
。
天
子
乃
命
将
帥
選
士
�
兵
、

簡
練
桀
俊
、
専
任
有
功
、
以
征
不
義
、
詰
誅
暴
慢
、
以
明
好
悪
、
順
彼
遠

方
。

（
１４
）
早
い
例
と
し
て
は
前
漢
成
帝
の
鴻
嘉
二
年
（
前
一
九
）
に
次
の
記
事
が
見
え

る
。鴻

嘉
二
年
三
月
、
博
士
行
大
射
礼
、
有
飛
雉
集
于
庭
、
歴
階
登
堂
而


。

（『
漢
書
』
五
行
志
中
之
下
）

（
１５
）『
続
漢
書
』
礼
儀
志
上

明
帝
永
平
二
年
三
月
、
上
始
帥
群
臣
躬
養
三
老
・
五
更
于
辟
雍
、
行
大
射

大
礼
。

（
１６
）
高
一
九
八
四
の
表
一
「
漢
魏
中
央
官
学
的
学
礼
」
は
、
こ
の
の
ち
和
帝
・
永

元
一
四
年
（
一
〇
二
）
三
月
、
順
帝
・
陽
嘉
元
年
（
一
三
二
）
三
月
、
三
国

魏
の
高
貴
郷
公
・
甘
露
二
年
（
二
五
七
）
五
月
、
い
ず
れ
も
辟
雍
に
お
い
て

射
礼
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
列
挙
し
て
い
る
。

（
１７
）『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
下
・
中
元
元
年
「
是
年
」
条
・
李
賢
注
所
引
『
漢
官

儀
』
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辟
雍
去
明
堂
三
百
歩
、
車
駕
臨
辟
雍
、
従
北
門
入
。
三
月
・
九
月
、
皆
於

中
行
郷
射
礼
。
辟
雍
以
水
周
其
外
、
以
節
観
者
。
諸
侯
曰
�
宮
。
東
西
南

有
水
、
北
無
、
下
天
子
也
。

『
後
漢
書
』
儒
林
伝
上
・
李
賢
注
所
引
『
漢
官
儀
』

春
三
月
・
秋
九
月
、
習
郷
射
礼
、
礼
生
皆
使
太
学
学
生
。

（
１８
）『
周
礼
』
地
官
・
州
長

若
以
�
時
祭
祀
州
社
、
則
属
其
民
而
読
法
、
亦
如
之
。
春
秋
以
礼
会
民
、

而
射
于
州
序
。

郷
射
礼
に
つ
い
て
解
説
す
る
前
註
３
�
玄
『
三
礼
目
録
』（
�
目
録
）
も
こ

の
規
定
と
整
合
す
る
。

（
１９
）
崔
霊
恩
撰
『
三
礼
義
宗
』

儀
礼
者
、
周
公
所
制
。
吉
礼
惟
得
臣
礼
三
篇
。
凶
礼
四
篇
、
喪
服
上
自
天

子
、
下
至
庶
人
、
余
三
篇
皆
臣
礼
。
賓
礼
惟
存
三
篇
。
軍
礼
亡
失
。
嘉
礼

七
篇
。
按
、
孔
子
定
十
七
篇
、
以
吉
・
凶
・
賓
・
嘉
当
世
通
行
之
事
、
軍

礼
非
所
宜
習
、
抑
所
謂
「
俎
豆
之
事
嘗
聞
、
軍
旅
之
事
未
学
」
者
也
。

な
お
右
の
文
章
は
、
現
行
の
玉
函
山
坊
輯
佚
書
所
収
の
四
巻
本
で
は
失
わ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
邵
懿
辰
『
礼
経
通
論
』「
論
十
七
篇
中
射
礼
即
軍
礼
」

に
見
え
る
佚
文
を
引
用
し
た
。

（
２０
）
前
註
１６
高
一
九
八
四
・
表
一
を
参
照
。

マ
マ

（
２１
）
本
碑
の
正
式
名
称
は
「
大
晋
龍
興
皇
帝
三
臨
辟
雍
・
皇
大
子
又
再
莅
之
盛
徳

隆
熙
之
頌
」
で
、
咸
寧
四
年
（
二
七
八
）
一
〇
月
二
〇
日
に
建
立
。
一
九
二

二
年
六
月
、
洛
陽
県
城
外
大
東
郊
か
ら
出
土
し
た
。

（
２２
）
前
註
１０
、
韓
延
寿
の
東
郡
太
守
時
代
の
事
績
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

修
治
学
官
、
春
秋
郷
射
、
陳
鍾
鼓
管
弦
、
盛
升
降
揖
讓
。
及
都
試
講
武
、

設
斧
鉞
旌
旗
、
習
射
御
之
事
。（『
漢
書
』
韓
延
寿
伝
）

韓
延
寿
の
事
績
は
、
射
礼
（
春
秋
郷
射
）
と
都
試
・
講
武
と
に
分
節
さ
れ
て

い
る
。「
非
軍
事
的
な
射
礼
」
と
「
軍
事
的
な
訓
練
儀
礼
」
が
別
物
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
史
料
で
あ
る
。

（
２３
）『
宋
書
』
巻
一
四
・
礼
志
一

〔
�
亮
〕
又
繕
造
礼
器
俎
豆
之
属
、
将
行
大
射
之
礼
。
亮
尋
薨
、
又
廃
。

（
２４
）『
南
斉
書
』
卷
九
・
礼
志
上

九
月
九
日
、
馬
射
。
或
説
云
「
秋
、
金
之
節
、
講
武
・
習
射
、
像
漢
立
秋

之
礼
。」
史
臣
曰
…
…
宋
武
為
宋
公
、
在
彭
城
、
九
日
出
項
羽
戯
馬
台
、

至
今
相
承
、
以
為
旧
准
。

な
お
『
晋
書
』
巻
二
一
・
礼
志
に
も
同
趣
旨
の
一
節
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
２５
）『
宋
書
』
巻
六
三
・
王
曇
首
伝

行
至
彭
城
、
高
祖
大
会
戯
馬
台
、
豫
坐
者
皆
賦
詩
、
曇
首
文
先
成
、
高
祖

覧
読
…
…

同
書
巻
五
四
・
孔
季
恭
伝

辞
事
東
帰
、
高
祖
餞
之
戯
馬
台
、
百
僚
咸
賦
詩
、
以
述
其
美
。

な
お
『
文
選
』
巻
二
〇
に
は
、
謝
宣
遠
「
九
日
従
宋
公
戯
馬
台
集
送
孔
令
詩
」、

同
・
謝
霊
運
「
九
日
従
宋
公
戯
馬
台
集
送
孔
令
詩
五
言
」
と
い
う
詩
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
孔
令
と
は
右
に
挙
げ
た
孔
季
恭
（
孔
靖
）
を
指

す
。
彼
が
職
を
辞
し
て
帰
郷
す
る
際
の
送
別
宴
と
、
九
月
九
日
馬
射
が
併
せ

て
開
催
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

（
２６
）
戯
馬
台
遺
址
は
現
在
も
徐
州
市
の
戸
部
山
に
あ
り
、
市
の
文
物
保
護
単
位
と

し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。

（
２７
）『
太
平
寰
宇
記
』
巻
一
五
・
徐
州
彭
城
県
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

中
国
射
礼
の
形
成
過
程

―『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
と
『
大
唐
開
元
礼
』
の
あ
い
だ
―

六
〇



項
羽
築
戯
馬
台
於
此
。
宋
武
北
征
至
彭
城
、
遣
長
史
王
虞
等
立
第
舍
於
項

羽
戯
馬
台
、
作
閣
橋
渡
池
。
重
九
日
、
公
引
賓
佐
登
此
台
、
会
将
佐
百
僚
、

賦
詩
以
観
志
、
作
者
百
余
人
、
独
謝
霊
運
詩
最
工
。

時
代
の
下
る
史
料
で
は
あ
る
が
、
劉
裕
一
行
の
戯
馬
台
賦
詩
が
重
陽
登
高
の

行
事
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

（
２８
）
前
註
１７
の
『
漢
官
儀
』
を
参
照
。

（
２９
）
前
稿
に
お
い
て
、『
晋
書
』
礼
志
の
構
成
を
分
析
し
た
際
、
礼
志
下
の
嘉
礼

部
分
に
射
礼
を
並
記
し
て
い
な
か
っ
た
〔
丸
橋
二
〇
一
一
、
五
六
頁
〕。
こ

こ
に
増
補
し
た
い
。

（
３０
）
前
述
し
た
よ
う
に
、
晋
代
に
お
け
る
国
家
儀
礼
の
五
礼
化
は
萌
芽
段
階
に
あ
っ

た
こ
と
が
梁
満
倉
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
唐
代

に
編
纂
さ
れ
た
現
行
『
晋
書
』
の
五
礼
区
分
は
、
お
そ
ら
く
唐
人
の
知
見
が

投
影
さ
れ
た
「
後
知
恵
」
的
な
編
集
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
唐

代
に
お
い
て
射
礼
は
軍
礼
に
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
射
礼
を
嘉
礼

に
分
類
す
る
の
に
は
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

点
か
ら
、
こ
こ
で
の
晋
礼
区
分
は
一
応
の
信
頼
を
置
き
う
る
も
の
と
見
な
し

て
お
き
た
い
。

（
３１
）
以
下
に
述
べ
る
北
魏
の
射
礼
に
つ
い
て
は
、
藤
井
氏
よ
り
多
大
な
示
教
を
得

た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
３２
）『
魏
書
』
巻
一
・
序
紀
・
昭
成
帝
（
什
翼
�
）
建
国
五
年
条

秋
七
月
七
日
、
諸
部
畢
集
、
設
壇
埒
、
講
武
・
馳
射
、
因
以
為
常
。

（
３３
）
明
元
帝
の
永
興
二
年
（
四
一
〇
）
七
月
丁
巳
（＝

七
日
）、
太
武
帝
の
始
光

三
年
（
四
二
六
）
七
月
某
日
、
同
四
年
（
四
二
七
）
七
月
己
卯
（＝

七
日
）、

太
延
五
年
（
四
三
九
）
七
月
己
巳
（＝

七
日
）、
文
成
帝
の
興
安
二
年
（
四

五
三
）
七
月
某
日
に
実
施
例
が
認
め
ら
れ
る
。
な
お
文
成
帝
の
太
安
四
年

（
四
五
八
）
に
中
山
で
行
わ
れ
た
馬
射
の
観
閲
は
、
三
月
丁
未
（＝

三
日
）

に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
『
魏
書
』
の
本
紀
を
参
照
。

（
３４
）『
魏
書
』
卷
七
下
・
高
祖
紀
・
太
和
一
六
年
（
四
九
二
）
八
月
条

己
酉
（＝

二
一
日
）
…
…
又
養
国
老
・
庶
老
。
将
行
大
射
之
礼
、
雨
、
不

克
成
。
癸
丑
（＝

二
五
日
）、
詔
曰
「
文
武
之
道
、
自
古
並
行
、
威
福
之

施
、
必
也
相
藉
。
故
三
五
至
仁
、
尚
有
征
伐
之
事
。
夏
殷
明
叡
、
未
捨
兵

甲
之
行
。
然
則
天
下
雖
平
、
忘
戦
者
殆
、
不
教
民
戦
、
可
謂
棄
之
。
是
以

周
立
司
馬
之
官
、
漢
置
将
軍
之
職
、
皆
所
以
輔
文
強
武
、
威
粛
四
方
者
矣
。

国
家
雖
崇
文
以
懷
九
服
、
修
武
以
寧
八
荒
、
然
於
習
武
之
方
、
猶
為
未
尽
。

今
則
訓
文
有
典
、
教
武
闕
然
、
将
於
馬
射
之
前
、
先
行
講
武
之
式
、
可
敕

有
司
豫
修
場
埒
。
其
列
陣
之
儀
、
五
戎
之
数
、
別
俟
後
敕
。」

（
３５
）「
講
武→

射
礼
」
形
式
の
実
例
は
、
以
下
の
よ
う
に
北
斉
ま
で
検
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
庶
民
を
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
と
し
て
動
員
す
る
点
は
、
唐
代
の

講
武
に
も
連
な
る
特
徴
で
あ
る
〔
丸
橋
二
〇
〇
五
〕。

・『
北
斉
書
』
巻
四
・
文
宣
帝
紀
・
天
保
七
年
（
五
五
六
）
正
月
条

七
年
春
正
月
甲
辰
、
帝
至
自
晋
陽
。
於
�
城
西
馬
射
、
大
集
衆
庶
而
観
之
。

・
同
・
天
保
八
年
（
五
五
七
）
四
月
条

是
月
、
帝
在
城
東
馬
射
、
京
師
婦
女
悉
赴
観
、
不
赴
者
罪
以
軍
法
、
七
日

乃
止
。

・
同
・
巻
四
〇
・
唐
�
伝

〔
天
保
？
〕
七
年
、
於
羊
汾
堤
講
武
、
令
�
総
為
諸
軍
節
度
。
事
畢
、
仍

監
宴
射
之
礼
。

（
３６
）
三
月
三
日
射
礼
の
規
定
部
分
を
以
下
に
掲
げ
て
お
く
。
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後
斉
三
月
三
日
、
皇
帝
常
服
乗
輿
、
詣
射
所
、
升
堂
即
坐
、
皇
太
子
及
群

官
坐
定
、
登
歌
、
進
酒
行
爵
。
皇
帝
入
便
殿
、
更
衣
以
出
、
�
�
令
進
御

馬
、
有
司
進
弓
矢
。
帝
射
訖
、
還
御
坐
、
射
懸
侯
、
又
畢
、
群
官
乃
射
五

埒
。
一
品
三
十
二
発
（
一�

発�

調�

馬�

、
十
発
射
下
、
十
五
発
射
上
、
三
発
射

�
、
三
発
射
獣
頭
）。
二
品
三
十
発
（
一
発
調
馬
、
十
発
射
下
、
十
発
射

上
、
三
發
射
�
、
三
発
射
帖
、
三
発
射
獣
頭
）。
三
品
二
十
五
発
（
一�

発�

調�

馬�

、
五
発
射
下
、
十
発
射
上
、
三
発
射
�
、
三
発
射
帖
、
三
発
射
獣

頭
）。
四
品
二
十
発
（
一�

発�

調�

馬�

、
五
発
射
下
、
八
発
射
上
、
二
発
射
�
、

二
発
射
帖
、
二
発
射
獣
頭
）。
五
品
十
五
発
（
一�

発�

調�

馬�

、
四
発
射
下
、

五
発
射
上
、
二
発
射
�
、
二
発
射
帖
、
一
発
射
獣
頭
）。
侍
官
御
仗
已
上

十
発
（
一�

発�

調�

馬�

、
四
発
射
下
、
五
発
射
上
）。

な
お
、
中
華
書
局
標
点
本
『
隋
書
』
の
校
勘
に
従
い
、
太
字
部
分
を
『
通

典
』
巻
七
七
に
よ
り
補
っ
て
い
る
。

（
３７
）『
魏
書
』
卷
一
一
・
出
帝
紀
・
中
興
二
年
九
月
庚
子
（＝
九
日
）
条

帝
幸
華
林
都
亭
、
引
見
元
樹
及
公
卿
百
僚
蕃
使
督
将
等
、
宴
射
、
班
賚
各

有
差
。

こ
の
ほ
か
、
北
魏
末
期
か
ら
東
魏
に
か
け
て
、
高
氏
主
導
に
よ
る
宴
射
（
燕

射
・
讌
射
）
の
記
録
が
散
見
す
る
（
表
３
参
照
）。

（
３８
）『
北
斉
書
』
巻
三
・
文
襄
帝
紀
・
元
象
元
年
（
五
三
八
）
条

又
沙
汰
尚
書
郎
、
妙
選
人
地
以
充
之
、
至
于
才
名
之
士
、
咸
被
薦
擢
、
仮

有
未
居
顕
位
者
、
皆
致
之
門
下
、
以
為
賓
客
、
毎
山
園
游
燕
、
必
見
招
携
、

執
射
賦
詩
、
各
尽
其
所
長
、
以
為
�
適
。

（
３９
）『
芸
文
類
聚
』
巻
四
・
�
時
中
・
九
月
九
日
・
王
襃
「
九
日
従
駕
詩
」

黄
山
猟
地
広
、
青
門
官
路
長
。
律
改
三
秋
節
、
気
応
九
鍾
霜
。
曙
影
初
分

地
、
暗
色
始
成
光
。
交
�
長
秋
節
、
�
幕
杏
間
堂
。
射
馬
垂
双
帯
、
豊
貂

佩
両
	
。
苑
寒
梨
樹
紫
、
山
秋
菊
葉
黄
。
終
慚
属
車
対
、
空
仮
侍
中
郎
。

『
文
苑
英
華
』
巻
五
八
・


信
「
三
月
三
日
華
林
園
馬
射
賦
」

…
…
皇
帝
幸
於
華
林
之
園
、
…
…
乃
命
群
臣
、
陳
大
射
之
礼
。
…
…
乃
奏

�
虞
九
節
、
狸
首
七
章
。
…
…

（
４０
）
数
少
な
い
軍
事
教
練
的
な
大
射
が
次
の
記
事
で
あ
る
。

丁
未
、
引
諸
衛
騎
兵
統
将
等
習
射
于
顕
徳
殿
庭
、
謂
将
軍
已
下
曰
…
…
於

是
毎
日
引
数
百
人
於
殿
前
教
射
、
帝
親
自
臨
試
、
射
中
者
随
賞
弓
刀
・
布

帛
。
…
…
（『
旧
唐
書
』
巻
二
・
太
宗
紀
・
武
徳
九
年
九
月
丁
未
条
）

玄
武
門
の
変
直
後
、
突
厥
侵
攻
中
と
い
う
緊
迫
し
た
場
面
で
の
出
来
事
で
あ

り
、
特
殊
な
事
例
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
４１
）
唐
代
の
射
礼
は
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
〇
九
〜
一
一
一
に
お
い
て
数
多
く
検
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
該
当
巻
は
帝
王
部
宴
享
で
あ
る
。
少
な
く
と

も
同
書
を
編
纂
し
た
宋
人
の
目
に
は
唐
代
の
射
礼
は
非
軍
事
的
な
「
宴
射
」

と
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
４２
）『
唐
会
要
』
巻
二
六
・
大
射
・
開
元
八
年
九
月
七
日
条
、
お
よ
び
同
二
一
年

八
月
二
三
日
条
（
前
注
６
を
参
照
）。

（
４３
）
秦
�
田
『
五
礼
通
考
』
巻
一
六
一
・
嘉
礼
三
四
・
射
礼

又
案
、
劉
向
別
録
以
射
入
吉
礼
。
唐
開
元
礼
入
軍
礼
、
通
典
因
之
。
射
為

六
芸
之
一
、
原
所
以
習
礼
楽
、
非
専
尚
威
武
。
至
於
諸
経
言
射
兼
朝
祭
饗

燕
、
不
得
専
属
吉
礼
。
鄭
康
成
注
儀
礼
大
射
・
郷
射
皆
屬
嘉
礼
、
宋
史
亦

以
大
射
入
嘉
礼
、
頗
存
古
意
。
今
従
之
。

中
国
射
礼
の
形
成
過
程

―『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
と
『
大
唐
開
元
礼
』
の
あ
い
だ
―

六
二
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献
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伊
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司
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九
五
九
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古
代
中
国
の
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礼
」（『
民
族
学
研
究
』
二
三
―
三
）

大
庭
脩

一
九
八
二
「
漢
代
に
お
け
る
功
次
に
よ
る
昇
進
」（『
秦
漢
法
制
史

の
研
究
』
創
文
社
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所
収
）

大
日
方
克
己

二
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八
『
古
代
国
家
の
年
中
行
事
』
講
談
社
学
術
文
庫
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市
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九
七
四
『
儀
礼
釈
考
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三
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朋
友
書
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木
島
史
雄
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九
九
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大
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臨
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又
再
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徳

隆
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礼
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史
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）
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太
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九
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「
中
国
古
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の
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属
儀
礼
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伊
藤
清
司
先
生
退
官
記

念
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集
編
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委
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会
編
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中
国
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史
と
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収
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書
房
）
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澤
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九
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の
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朋
舎

小
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礼
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」
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国
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代
礼
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所
収
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京
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学
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文
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学
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究
所
）

志
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九
八
四
「
漢
の
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と
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衛
士
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学
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院
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究
科
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学
史
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編
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』
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九
九
五
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漢
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―
材
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・
騎
士
に
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い
て
の
再
検
討
」
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東
方
学
』
八
九
）

高
木
智
見

一
九
八
六
「
春
秋
時
代
の
軍
礼
に
つ
い
て
」
名
古
屋
大
学
東
洋
史

研
究
報
告
一
一

二
〇
一
三
『
孔
子
―
我
、
戦
え
ば
則
ち
克
つ
』（
山
川
出
版
社
）

谷
川
道
雄

一
九
九
八
『
増
補
隋
唐
帝
国
形
成
史
論
』
筑
摩
書
房

中
村
裕
一

二
〇
〇
九
『
中
国
古
代
の
年
中
行
事
―
第
一
冊

春
』（
汲
古
書
院
）

二
〇
一
〇
『
中
国
古
代
の
年
中
行
事
―
第
三
冊

秋
』（
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古
書
院
）

二
〇
一
一
『
中
国
古
代
の
年
中
行
事
―
第
四
冊

冬
』（
汲
古
書
院
）

永
田
英
正

一
九
八
九
「
居
延
漢
簡
に
み
る
侯
官
に
つ
い
て
の
一
試
論

破
城

子
出
土
の
〈
詣
官
〉
簿
を
中
心
と
し
て
」（『
居
延
漢

簡
の
研
究
』、
同
朋
舎
出
版
、
所
収
）

濱
口
重
國

一
九
六
六
『
秦
漢
隋
唐
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会

福
原
啓
郎

二
〇
一
二
「
晋
辟
雍
碑
に
関
す
る
考
察
」（『
魏
晋
政
治
社
会
史
研

究
』
所
収
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
）

藤
井
律
之

二
〇
〇
五
「
北
朝
皇
帝
の
行
幸
」（
前
川
和
也
・
岡
村
秀
典
編
『
国

家
形
成
の
比
較
研
究
』
所
収
、
学
生
社
）

丸
橋
充
拓

二
〇
〇
五
「
唐
宋
変
革
期
の
軍
礼
と
秩
序
」（『
東
洋
史
研
究
』
六

四
―
三
）

二
〇
一
一
「
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
時
代
に
お
け
る
『
軍
礼
』
確
立
過

程
の
概
観
」（
島
根
大
学
法
文
学
部
紀
要
『
社
会
文
化

論
集
』
七
）

二
〇
一
三
「
中
国
古
代
の
出
征
儀
礼
と
戦
争
―『
礼
記
』
王
制
と

『
大
唐
開
元
礼
』
の
あ
い
だ
」（『
東
洋
史
研
究
』
七

二
―
三
）

楊
永
良

一
九
九
五
「
射
礼
に
つ
い
て
」（
明
治
大
学
法
律
研
究
所
『
法
律

論
叢
』
六
七
―
二
・
三
）
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【
中
文
】

陳
寅
恪

一
九
九
四
『
隋
唐
制
度
淵
源
略
論
考
』
社
会
科
学
院
歴
史
語
言
研

究
所
専
刊

高
明
士

一
九
八
四
『
唐
代
東
亜
教
育
圏
的
形
成
』（
国
立
編
訳
館
中
華
叢

書
編
審
委
員
会
）

一
九
九
三
「
論
武
徳
到
貞
観
礼
的
成
立

唐
朝
立
国
政
策
研
究
之

一
」（『
第
二
届
国
際
唐
代
学
術
会
議
論
文
集
』
下
冊

所
収
、
文
津
出
版
社
）

梁
満
倉

二
〇
〇
一
「
論
魏
晋
南
北
朝
時
期
的
五
礼
制
度
化
」（『
中
国
史
研

究
』
二
〇
〇
一
―
四
。
梁
二
〇
〇
九
に
再
録
）

二
〇
〇
五
「
魏
晋
南
北
朝
礼
学
述
論
」（『
文
史
』
二
〇
〇
五
―
三
。

梁
二
〇
〇
九
に
再
録
）

二
〇
〇
七
「
論
魏
晋
南
北
朝
時
期
的
講
武
」（『
唐
研
究
』
一
三
。

梁
二
〇
〇
九
に
再
録
）

二
〇
〇
九
『
魏
晋
南
北
朝
五
礼
制
度
考
論
』
社
会
科
学
文
献
出
版

社

劉
麗
琴

二
〇
〇
四
「
居
延
漢
簡
所
見
秋
射
制
度
」（『
簡
牘
学
研
究
』
第
四

輯
）

薛
英
群

一
九
八
八
「
居
延
漢
簡
中
的
『
秋
射
』
与
『
署
』」（『
史
林
』
一

九
八
八
―
一
）

袁
俊
傑

二
〇
一
三
『
両
周
射
礼
研
究
』（
科
学
出
版
社
）

楊
寛

一
九
六
五
「
射
礼
新
探
」（『
古
史
新
探
』
所
収
、
中
華
書
局
）

中
国
射
礼
の
形
成
過
程

―『
儀
礼
』
郷
射
・
大
射
と
『
大
唐
開
元
礼
』
の
あ
い
だ
―

六
四


